
の定数をもって除して得た数（以下この条において「議員一人当たりの人口」と

いう。 ）の半数以上になるようにしなければならない。この場合において、一の

市の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数に達しないときは、隣接する他の

市町村の区域と合わせて－選挙区を設けるものとする。

3－の市の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数以上であっても議員一人当

たりの人口に達しないときは、隣接する他の市町村の区域と合わせて一選挙区を

設けることができる。

4－の町村の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数以上であるときは、当該

町村の区域をもって一選挙区とすることができる。

5～7 （略）

8各選挙区において選挙すべき地方公共団体の議会の議員の数は、人口に比例し

て、条例で定めなければならない。ただし、特別の事情があるときは、おおむね

人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができる。

9 ． 10 （略）

（都道府県の議会の議員の選挙区の特例）

第二百七十一条昭和四十一年一月一日現在において設けられている都道府県の議

会の議員の選挙区については、当該区域の人口が当該都道府県の人口を当該都道

府県の議会の議員の定数をもって除して得た数の半数に達しなくなった場合にお

いても、当分の間、第十五条第二項前段の規定にかかわらず、当該区域をもって

－選挙区を設けることができる。

○東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民

に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律（平成23年法律

第98号）

（趣旨）

第一条この法律は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に

伴う原子力発電所の事故による災害の影響により多数の住民がその属する市町村

の区域外に避難し、又は住所を移転することを余儀なくされた事態に対処するた

め、避難住民に係る事務を避難先の地方公共団体において処理することとするこ

とができる特例を設けるとともに、住所移転者に係る措置を定めるものとする。

（定義）

第二条この法律において「指定市町村」とは、次条第一項の規定により指定され

た市町村（特別区を含む。以下同じ。 ）をいう。

2 この法律において「指定都道府県」とは、指定市町村の区域を包括する都道府

県をいう。

3 この法律において「避難住民」とは、指定市町村の住民基本台帳に記録されて

いる者のうち、当該指定市町村の区域外に避難しているものをいう。
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4． 5 （略）

（指定市町村の指定等）

第三条総務大臣は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に

伴う原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法（平成十一年法律第

百五十六号）第十五条第三項又は第二十条第二項の規定により内閣総理大臣又は

原子力災害対策本部長（同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長を

いう。 ）が市町村長（特別区の区長を含む。 ）又は都道府県知事に対して行った

次に掲げる指示の対象となった区域をその区域に含む市町村であって、その住民

が当該市町村の区域外に避難することを余儀なくされているものを、指定市町村

として指定することができる。

一原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用さ

れる災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第六十三条第一項の

規定による警戒区域の設定を行うことの指示

二住民に対し避難のための立退き又は屋内への退避を行うことを求める指示、

勧告、助言その他の行為を行うことの指示

三住民に対し緊急時の避難のための立退き又は屋内への退避の準備を行うこと

を求める指示、勧告、助言その他の行為を行うことの指示

四前三号に掲げるもののほか、これらに類するものとして政令で定める指示

2～5 （略）

【参考3】最高裁判例
○平成26年に行われた衆議院艤員総選挙についていわゆる違憲状態にあったとし

た裁判例（選挙無効請求事件）

（平27 ． 1 1 ． 25最高裁・大法廷判決）

…憲法は、選挙権の内容の平等、換言すれば投票価値の平等を要求しているもの

と解される。他方、投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準で

はなく、国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連に

おいて調和的に実現されるべきものであるところ、国会の両議院の議員の選挙につ

いては、憲法上、議員の定数、選挙区、投票の方法その他選挙に関する事項は法律

で定めるべきものとされ（43条2項、 47条） 、選挙制度の仕組みの決定につい

て国会に広範な裁量が認められている。

衆議院議員の選挙につき全国を多数の選挙区に分けて実施する制度が採用される

場合には、選挙制度の仕組みのうち定数配分及び選挙区割りを決定するに際して、

憲法上、議員1人当たりの選挙人数ないし人口ができる限り平等に保たれることを

最も重要かつ基本的な基準とすることが求められているというべきであるが、それ

以外の要素も合理性を有する限り国会において考慮することが許容されているもの

と解されるのであって、具体的な選挙区を定めるに当たっては、都道府県を細分化
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した市町村その他の行政区画などを基本的な単位として、地域の面積、人口密度、

住民構成、交通事情、地理的状況などの諸要素を考慮しつつ、国政遂行のための民

意の的確な反映を実現するとともに、投票価値の平等を確保するという要請との調

和を図ることが求められているところである。したがって、このような選挙制度の

合憲性は、これらの諸事情を総合的に考慮した上でなお、国会に与えられた裁量権

の行使として合理性を有するといえるか否かによって判断されることになり、国会

がかかる選挙制度の仕組みについて具体的に定めたところが、上記のような憲法上

の要請に反するため、上記の裁量権を考慮してもなおその限界を超えており、これ

を是認することができない場合に、初めてこれが憲法に違反することになるものと

解すべきである。

…平成23年大法廷判決は、上記の基本的な判断枠組みに立った上で、旧区割基

準のうち1人別枠方式に係る部分は、平成6年の選挙制度改革の実現のための人口

比例の配分により定数の急激かつ大幅な減少を受ける人口の少ない県への配慮とい

う経緯に由来するもので、その合理性には時間的な限界があったところ、本件選挙

制度がその導入から10年以上を経過して定着し安定した運用がされていた平成2

1年選挙時には、その不合理性が投票価値の較差としても現れ、その立法時の合理

性が失われていたにもかかわらず、投票価値の平等と相容れない作用を及ぼすもの

として、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っており、上記の状態にあ

った同方式を含む旧区割基準に基づいて定められた旧選挙区割りも、平成21年選

挙時における選挙区間の較差の状況の下において、憲法の投票価値の平等の要求に

反する状態に至っていた旨判示したものである。

…そして、平成23年大法廷判決を受けて、旧区画審設置法3条2項の削除及び

各都道府県の選挙区数の0増5減を内容とする平成24年改正法が制定され、更に

上記0増5減を前提に選挙区間の人口の較差が2倍未満となるように1 7都県の4

2選挙区において区割りを改めることを内容とする平成25年改正法が成立し、同

法による改正後の平成24年改正法（以下「平成25年改正後の平成24年改正

法」という。 ）により改定された本件選挙区割りの下で本件選挙が施行されたもの

であるところ、…本件選挙区割りにおいては、上記0増5減の措置における定数削

減の対象とされた県以外の都道府県について旧区割基準に基づいて配分された定数

の見直しを経ておらず、 1人別枠方式を定めた旧区画審設置法3条2項が削除され

た後の新区割基準に基づいた定数の再配分が行われていないことから、いまだ多く

の都道府県において、そのような再配分が行われた場合に配分されるべき定数とは

異なる定数が配分されているということができる。

しかるところ、…本件選挙区割りにおいては、平成25年改正法成立の2年半以

上前（本件選挙の4年以上前）の平成22年10月1日を調査時とする平成22年

国勢調査の結果によれば選挙区間の人口の最大較差は1対1 ． 998となるものと

されたが、同国勢調査後の人口変動の結果として、上記成立の約3か月前の平成2
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5年3月31日現在及び約6か月後の同26年1月1日現在の各住民基本台帳に基

づいて総務省が試算した選挙区間の人口の最大較差は既にそれぞれ1対2． 097

及び1対2． 109であり、上記試算において較差が2倍以上となっている選挙区

はそれぞれ9選挙区及び14選挙区となっており、さらに、本件選挙時における選

挙区間の選挙人数の最大較差は1対2． 129に達し、較差2倍以上の選挙区も1

3選挙区存在していたものである…。このような投票価値の較差が生じた主な要因

は、いまだ多くの都道府県において、新区割基準に基づいて定数の再配分が行われ

た場合とは異なる定数が配分されていることにあるというべきであり、このことは、

…本件選挙当日において東京都第1区の選挙人数が2倍以上となっていた選挙区と

して指摘した12選挙区がいずれも上記定数削減の対象とされた県以外の都道府県

に属しており、この12選挙区の属する県の多くが旧区割基準により相対的に有利

な定数の配分を受けているものと認められることからも明らかである。そして、こ

のような投票価値の較差が生じたことは、全体として新区画審設置法3条の趣旨に

沿った選挙制度の整備が実現されていたとはいえないことの表れというべきである。

以上のような本件選挙時における投票価値の較差の状況やその要因となっていた

事情などを総合考慮すると、平成25年改正後の平成24年改正法による選挙区割

りの改定の後も、本件選挙時に至るまで、本件選挙区割りはなお憲法の投票価値の

平等の要求に反する状態にあったものといわざるを得ない。

…衆議院議員の選挙における投票価値の較差の問題について、当裁判所大法廷は、

これまで、①定数配分又は選挙区割りが前記のような諸事情を総合的に考慮した上

で投票価値の較差において憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っている

か否か、②上記の状態に至っている場合に、憲法上要求される合理的期間内におけ

る是正がされなかったとして定数配分規定又は区割規定が憲法の規定に違反するに

至っているか否か、③当該規定が憲法の規定に違反するに至っている場合に、選挙

を無効とすることなく選挙の違法を宣言するにとどめるか否かといった判断の枠組

みを前提として審査を行ってきており、こうした判断の方法が採られてきたのは、

憲法の予定している司法権と立法権との関係に由来するものと考えられる。すなわ

ち、裁判所において選挙制度について投票価値の平等の観点から憲法上問題がある

と判断したとしても、 自らこれに代わる具体的な制度を定め得るものではなく、そ

の是正は国会の立法によって行われることになるものであり、是正の方法について

も国会は幅広い裁量権を有しているので、裁判所が選挙制度の憲法適合性について

上記の判断枠組みの下で一定の判断を示すことにより、国会がこれを踏まえて自ら

所要の適切な是正の措置を講ずることが、憲法上想定されているものと解される。

このような憲法秩序の下における司法権と立法権との関係に照らすと、上記①にお

いて憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っている旨の司法の判断がされ

れば国会はこれを受けて是正を行う責務を負うものであるところ、上記②において

憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったといえるか否かを判断

（
I
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するに当たっては、単に期間の長短のみならず、是正のために採るべき措置の内容、

そのために検討を要する事項、実際に必要となる手続や作業等の諸般の事情を総合

考慮して、国会における是正の実現に向けた取組が司法の判断の趣旨を踏まえた立

法裁量権の行使として相当なものであったといえるか否かという観点に立って評価

すべきものと解される…。

…1人別枠方式を含む旧区割基準に基づいて定められた旧選挙区割りについては

前掲最高裁平成19年6月13日大法廷判決までは憲法の投票価値の平等の要求に

反する状態に至っていないとする当審の判断が続けられており、これらが憲法の投

票価値の平等の要求に反する状態に至っているとする当裁判所大法廷の判断が示さ

れたのは、平成23年大法廷判決の言渡しがされた平成23年3月23日であり、

国会においてこれらが上記の状態に至っていると認識し得たのはこの時点からであ

ったというべきである…。

…本件選挙は平成23年大法廷判決の言渡しから2回目の衆議院解散に伴い施行

された総選挙ではあるが、本件選挙までに、 2回の法改正を経て、旧区画審設置法

3条2項の規定が削除されるとともに、直近の平成22年国勢調査の結果によれば

全国の選挙区間の人口の較差が2倍未満となるように定数配分と選挙区割りの改定

が行われ、本件選挙時の投票価値の最大較差は前回の平成24年選挙時よりも縮小

し、更なる法改正に向けて衆議院に設置された検討機関において選挙制度の見直し

の検討が続けられているのであって、… 閑 Iぞ 、ける 現に向けた糺

成23年大法廷判決及び平成25年大法廷判決の趣旨を踏まえた立法裁量権の行使

本件において憲》去上要求されるとして相当なものでなかったということはできず、

合理的期間を徒過したものと断ずることはできない。

…以上のとおりであって、本件選挙時において、本件区割規定の定める本件選挙

に憲法の投票価値の平等の要求に反する区割りは、前回の平成24年選挙時と同臘

状態にあったものではあるが、憲法上要求される合理的期間内における是正がされ

なかったとはいえず、本件区割規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するも

のということはできない。

国民の意思を適正に反映する選挙制度が民主政治の基盤であり、投票価値の平等

が憲法上の要請であること等に照らせば、より適切な民意の反映が可能となるよう、

国会においては、今後も、前記のとおり衆議院に設置された検討機関において行わ

れている投票価値の較差の更なる縮小を可能にする制度の見直しを内容とする具体

的な改正案の検討と集約が早急に進められ、新区画審設置法3条の趣旨に沿った選

挙制度の整備に向けた取組が着実に続けられていく必要があるというべきである。
■●●

○平成28年に行われた参議院議員通常選篝について合憲とした裁判例（選挙無効

請求事件）

－9－



（平29 ． 9 ．27 最高裁・大法廷判決）

…憲法は、選挙権の内容の平等、換言すれば、議員の選出における各選挙人の投

票の有する影響力の平等、すなわち投票価値の平等を要求していると解される。 し

かしながら、憲法は、国民の利害や意見を公正かつ効果的に国政に反映させるため

に選挙制度をどのような制度にするかの決定を国会の裁量に委ねているのであるか

ら、投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する唯一、絶対の基準となるもの

ではなく、国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし理由との関連

において調和的に実現されるべきものである。それゆえ、国会が具体的に定めたと

ころがその裁量権の行使として合理性を有するものである限り、それによって投票

価値の平等が一定の限度で譲歩を求められることになっても、憲法に違反するとは

いえない。

…憲法は、二院制の下で、一定の事項について衆議院の優越を認める反面、参議

院議員につき任期を6年の長期とし、解散もなく、選挙は3年ごとにその半数につ

いて行うことを定めている（46条等） 。その趣旨は、立法を始めとする多くの事

柄について参議院にも衆議院とほぼ等しい権限を与えつつ、参議院議員の任期をよ

り長期とすること等によって、多角的かつ長期的な視点からの民意を反映させ、衆

議院との権限の抑制、均衡を図り、国政の運営の安定性、継続性を確保しようとし

たものと解される。そして、いかなる具体的な選挙制度によって、上記の憲法の趣

旨を実現し、投票価値の平等の要請と調和させていくかは、二院制の下における参

議院の性格や機能及び衆議院との異同をどのように位置付け、これをそれぞれの選

挙制度にいかに反映させていくかという点を含め、国会の合理的な裁量に委ねられ

ていると解すべきである。…

…投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する唯一、絶対の基準となるもの

ではなく、国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし理由との関連

において調和的に実現されるべきものであり、また、…憲法が、国会の構成につい

て二院制を採用し、衆議院と参議院の権限及び議員の任期等に差異を設けている趣

旨に鑑みれば、二院制の下での参議院の在り方や役割を踏まえ、参議院議員につき

衆議院議員とは異なる選挙制度を採用し、国民各層の多様な意見を反映させて、参

議院に衆議院と異なる独自の機能を発揮させようとすることも、選挙制度の仕組み

を定めるに当たって国会に委ねられた裁量権の合理的行使として是認し得るものと

考えられる。そして、具体的な選挙制度の仕組みを決定するに当たり、一定の地域

の住民の意思を集約的に反映させるという意義ないし機能を加味する観点から、政

治的に一つのまとまりを有する単位である都道府県の意義や実体等を一つの要素と

して考慮すること自体が否定されるべきものであるとはいえず、投票価値の平等の

要請との調和が保たれる限りにおいて、このような要素を踏まえた選挙制度を構築

することが直ちに国会の合理的な裁量を超えるものとは解されない。

平成24年大法廷判決及び平成26年大法廷判決は、上記のような選挙制度の構
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築についての国会の裁量権行使の合理性を判断するに当たって、長年にわたる制度

及び社会状況の変化を考慮すべき必要性を指摘し、その変化として、参議院議員と

衆議院議員の各選挙制度が同質的なものとなってきており、国政の運営における参

議院の役割が増大してきていることに加え、衆議院については投票価値の平等の要

請に対する制度的な配慮として選挙区間の人口較差が2倍未満となることを基本と

する旨の区割りの基準が定められていることなどを挙げて、これらの事情の下では、

昭和58年大法廷判決が長期にわたる投票価値の大きな較差の継続を許容し得る根

拠として挙げていた諸点につき、数十年間にもわたり5倍前後の大きな較差が継続

することを正当化する理由としては十分なものとはいえなくなっている旨を指摘す

るとともに、都道府県を各選挙区の単位としなければならないという憲法上の要請

はなく、むしろ、都道府県を各選挙区の単位として固定する結果、上記のように長

期にわたり大きな較差が継続していた状況の下では、上記の都道府県の意義や実体

等をもって上記の選挙制度の仕組みの合理性を基礎付けるには足りなくなっていた

としたものである。しかし、この判断は、都道府県を各選挙区の単位として固定す

ることが投票価値の大きな不平等状態を長期にわたって継続させてきた要因である

とみたことによるものにほかならず、各選挙区の区域を定めるに当たり、都道府県

という単位を用いること自体を不合理なものとして許されないとしたものではない。

もとより、参議院議員の選挙について、直ちに投票価値の平等の要請が後退して

よいと解すべき理由は見いだし難く、参議院についても更に適切に民意が反映され

るよう投票価値の平等の要請について十分に配慮することが求められるものの、上

記のような憲法の趣旨、参議院の役割等に照らすと、参議院議員の選挙における投

票価値の平等は、憲法上3年ごとに議員の半数を改選することとされていることな

ど、議員定数の配分に当たり考慮を要する固有の要素があることを踏まえつつ、二

院制に係る上記の憲法の趣旨との調和の下に実現されるべきであることに変わりは

ないというべきである。

…本件選挙は、平成26年大法廷判決の言渡し後に成立した平成27年改正法に

よる改正後の本件定数配分規定の下で施行されたものであるところ、同法は、従前

の改正のように単に一部の選挙区の定数を増減するにとどまらず、人口の少ない選

挙区について、参議院の創設以来初めての合区を行うことにより、都道府県を各選

挙区の単位とする選挙制度の仕組みを見直すことをも内容とするものであり、これ

によって平成25年選挙当時まで数十年間にもわたり5倍前後で推移してきた選挙

区間の最大較差は2. 97倍(本件選挙当時ば3. 08倍)にまで縮小するに至っ

たのである。

この改正は、長期間にわたり投票価値の大きな較差が継続する要因となっていた

上記の仕組みを見直すべく、人口の少ない一部の選挙区を合区するというこれまで

にない手法を導入して行われたものであり、これによって選挙区間の最大較差が上

記の程度にまで縮小したのであるから、同改正は、前記の参議院議員選挙の特性を
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踏まえ、平成24年大法廷判決及び平成26年大法廷判決の趣旨に沿って較差の是

正を図つたものとみることができる。また、平成27年改正法は、その附則におい

て、次回の通常選挙に向けて選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行

い必ず結論を得る旨を定めており、これによって、今後における投票価値の較差の

更なる是正に向けての方向性と立法府の決意が示されるとともに、再び上記のよう

な大きな較差を生じさせることのないよう配慮されているものということができる。

そうすると、平成27年改正は、都道府県を各選挙区の単位とする選挙制度の仕

組みを改めて、長年にわたり選挙区間における大きな投票価値の不均衡が継続して

きた状態から脱せしめるとともに、更なる較差の是正を指向するものと評価するこ

とができる。合区が一部にとどまり、多くの選挙区はなお都道府県を単位としたま

ま残されているとしても、そのことは上記の判断を左右するものではない。

…以上のような事情を総合すれば、本件選挙当時、平成27年改正後の本件定数

配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は虻違憲の問題が生ずる程度

本件定数配分規定が憲淘こ違反する等状熊にあったものとはいえず、
I■■

〃
■■の著しい不旦

に至っていたということはできない。…

○平成27年に行われた千葉県議会議員選挙について、憲法第14条第1項及び公

職選挙法（平成26年法律第42号による改正前のもの） 15条8項に違反してい

ないとした裁判例（選挙無効請求事件）

（平28． 10． 18最高裁・第三小法廷判決）

…都道府県議会の議員の定数については、地方自治法において、条例で定めるも

のとされ、変更の要件が定められている（九○条一項から三項まで） 。また、都道

府県議会の議員の選挙区については、公職選挙法において、一の市の区域、一の市

の区域と隣接する町村の区域を合わせた区域又は隣接する町村の区域を合わせた区

域のいずれかによることを基本とし、条例で定めるものとされ（一五条一項） 、当

該区域の人口が当該都道府県の人口を当該都道府県議会の議員の定数をもって除し

て得た数（以下「議員一人当たりの人口」という。 ）の半数以上になるようにしな

ければならず、－の市の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数に達しないとき

は、隣接する他の市町村の区域と合わせて一選挙区を設けなければならず（同条二

項） 、一の市の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数以上であっても議員一人

当たりの人口に達しないときは、隣接する他の市町村の区域と合わせて一選挙区を

設けることができるものとされており （同条三項） 、地方自治法二五二条の一九第

一項の指定都市については、公職選挙法一五条一項から三項までの規定を適用する

場合における市の区域（市町村の区域に係るものを含む。 ）は、当該指定都市の区

域を二以上に分けた区域とし、この場合において、当該指定都市の区域を分けるに

当たっては、原則として、区の区域を分割しないものとされている（同条九項） 。
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そして、千葉県においては、千葉市が指定都市に指定されている。

このようにして定められた各選挙区において選挙すべき議員の数について、公職

選挙法一五条八項は、本文において、 「人口に比例して、条例で定めなければなら

ない」とする一方で、 ただし書において、 [特別の事情があるときは、おおむね人

口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができる」としている。

（2）ア本件選挙当時、本件条例の定める選挙区及び各選挙区における議員の

数は、原判決別紙「定数及び選挙区に係る一票の較差等について」の「選挙区」欄

及び「定数b｣欄記載のとおりであり、四六選挙区に九五人の定数を配分している。

なお、公職選挙法二七一条に基づくいわゆる特例選挙区は存置されていない。

イ本件定数配分規定は、その制定後数次の改正を経た後、平成一五年千葉県条

例第四一号による改正がされ、その結果、四七選挙区に九八人の定数が配分された。

平成一五年四月一三日に施行された千葉県議会議員一般選挙の当時、特例選挙区以

外の選挙区間における議員一人当たりの人口の最大較差は一対三・五三（以下、較

差に関する数値は全て概算である。 ）であり、人口の多い選挙区の定数が人口の少

ない選挙区の定数より少ないいわゆる逆転現象は三三通りであった。

ウ平成一八年千葉県条例第六三号による本件条例の改正により、四五選挙区に

九五人の定数が配分されるとともに、いわゆる特例選挙区が全てなくなり、平成一

九年四月八日に施行された千葉県議会議員一般選挙の当時、選挙区間における議員

一人当たりの人口の最大較差（以下「選挙区間の人口の最大較差」という。 ）は一

対二・二三、各選挙区の人口を議員一人当たりの人口で除して得た数（以下「配当

基数」という。 ）に応じて公職選挙法一五条八項の人口比例原則を適用した場合に

各選挙区に配分されることとなる定数（以下「人口比定数」という。 ）による選挙

区間の人口の最大較差は一対二・五六、いわゆる逆転現象は－通りであり、同二三

年四月一○日に施行された千葉県議会議員一般選挙（以下「平成二三年選挙」とい

う。 ）,の当時、選挙区間の人口の最大較差は一対二・五一、人口比定数による選挙

区間の人口の最大較差は一対二・六○、いわゆる逆転現象は四通り（定数差はいず

れも一人）であった。

エその後、平成二四年千葉県条例第一○一号により、－選挙区を新設し、一選

挙区の定数を一減する改正がされ（以下「平成二四年条例改正」という。 ） 、四六

選挙区に九五人の定数が配分された。

オ本件選挙当時における前記アの定数配分においては、平成二二年一○月の国

勢調査による人口に基づく配当基数に応じた人口比定数と対比すると、四六選挙区

中九選挙区において差異がみられたが（人口比定数より一多いのが五選挙区、二少

ないのが一選挙区、－少ないのが三選挙区であった。 ） 、人口比定数による選挙区

間の人口の最大較差は一対二・六○であったのに対し、選挙区間の人口の最大較差

は－対二・五一にとどまり、いわゆる逆転現象は四通り （定数差はいずれも一人）

であり、平成二三年選挙の当時から、選挙区間の人口の最大較差、人口比定数によ

0
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る選挙区間の人口の最大較差及びいわゆる逆転現象の数に変化はなかった。

三（1） 前記二（1 ）においてみた公職選挙法等の各規定に照らせば、都道府

県議会の議員の定数の各選挙区に対する配分に当たり同法一五条八項ただし書を適

用して人口比例の原則に修正を加えるかどうか及びどの程度の修正を加えるかにつ

いては、当該都道府県議会にその決定に係る裁量権が与えられていると解される。

しかるところ、都道府県議会の議員の選挙に関し、当該都道府県の住民が、その選

挙権の内容、すなわち投票価値においても平等に取り扱われるべきであることは憲

法の要求するところであり、また、同項は＆憲法の上記要請を受け、都道府県議会

の議員の定数の各選挙区に対する配分につき、人口比例を最も重要かつ基本的な基

各選挙人の投票価値が平等であるべきことを強く要求しているものと解さ準とし、

れることからすると、条例の定める定数配分が同項の規定に適合するかどうかにつ

いては、都道府県議会の具体的に定めるところが、前記のような選挙制度の下にお

ける裁量権の合理的な行使として是認されるかどうかによって決せられるべきもの

と解される。

そして、公職選挙法一五条八項ただし書を適用してされた条例の制定又はその改

正により具体的に決定された定数配分の下における選挙人の投票の有する価値に較

差が生じている場合において、その較差が都道府県議会において地域間の均衡を図

るため通常考慮し得る諸般の要素をしんしやくしてもなお一般的に合理性を有する

ものとは考えられない程度に達しており、これを正当化すべき特段の理由が示され

ないとき、あるいは、その較差は上記の程度に達していないが、上記の制定時若し

くは改正時において同項ただし書にいう特別の事情があるとの評価が合理性を欠い

ており、又はその後の選挙時において上記の特別の事情があるとの評価の合理性を

基礎付ける事情が失われたときは、当該定数配分は、裁量権の合理的な行使とはい

えないものというべきである（最高裁平成二六年（行ツ）第一○三号、同年（行

上）第一○八号同二七年一月一五日第一小法廷判決・裁判集民事二四九号一頁参

照） 。

（2）ア前記事実関係等によれば、本件選挙当時においては、選挙区間の人口

の最大較差は一対二・五一であり、いわゆる逆転現象は四通りであるが、その定数

差はいずれも一人であったというのである。そして、本件選挙当時における人口比

定数による選挙区間の人口の最大較差、すなわち、公職選挙法一五条八項本文に従

って定数を配分した場合の選挙区間の人口の最大較差は一対二・六○となるはずの

ところ、本件定数配分規定の下では、選挙区間の人口の最大較差が上記のとおり一

対二・五一と人口比定数による選挙区間の人口の最大較差を下回っている。

そうすると、公職選挙法が定める前記のような都道府県議会の議員の選挙制度の

下においては、本件選挙当時における投票価値の不平等は、千葉県議会において地

域間の均衡を図るために通常考慮し得る諸般の要素をしんしやくしてもなお、一般

呈度に達していたものとはいえず、 また、ものとは考えられない的に合理性を有する
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本件定数配分規定においては、各地方公共団体の実情等に応じた当該地域に特有の

事情を考慮し、選挙制度の安定性の要請をも勘案しつつ、同法一五条八項ただし書

を適用して各選挙区に対する定数の配分が定められたものと解されること、本件選

挙当時において、選挙区間の人口の最大較差は、人口上碇数による選挙区間の人口

の最大較差をも下回っていること等に照ら･せば、平成二四年条例改正の当時におい

て、同項ただし書にいう特別の事情があるとの評価がそれ自体として合理性を欠い

ていたとも、本件選挙当時において上記の特別の事情があるとの評価の合理性を基

礎付ける事情が失われたともいい難いから、本件選挙の施行前に本件定数配分規定

を改正しなかったことが同議会の合理的裁量の限界を超えるものということはでき

ない。

イしたがって、本件選挙当時における本件定数配分規定は、公職選挙法一五条

八項に違反していたものとはいえず、適法というべきである。

四所論は、さらに、本件定数配分規定が投票価値の不均衡において憲法一四条

一項に違反する旨をいう。

しかしながら、原審の適法に確定した事実関係等の下において、本件選挙当時、

本件条例による各選挙区に対する定数の配分が千葉県議会の合理的裁量の限界を超

えるものとはいえないことは、前記三（2）において説示したとおりであり、本件

定数配分規定が憲法一四条一項の規定に違反していたものとはいえないことは、当

裁判所大法廷判決（最高裁昭和五四年（行ツ）第六五号同五八年四月二七日大法廷

判決・民集三七巻三号三四五頁、最高裁平成三年（行ツ）第一一一号同五年一月二

○日大法廷判決・民集四七巻一号六七頁、最高裁平成一一年（行ツ）第七号同年一

一月一○日大法廷判決・民集五三巻八号一四四一頁等）の趣旨に徴して明らかとい

うべきである（前掲第一小法廷判決参照1。…
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､v国会用資料(実問）
内容 問2連記制についてどう考えるか。

（答）
お尋ねの「連記制」については、選挙制度における一つの方式であると承知している
が、総務省の研究会報告に記載されているものであり、 （当局において具体の検討を
行っているものではなく、 ）お答えする立場にない。
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対長官

平成30年4月1 1日（水）参・倫選特委足立信也（民進）

問2連記制についてどう考えるか。

(答）

お尋ねの「連記制」については、選挙制度における一つの

方式であると承知しているが、総務省の研究会報告に記載さ

れているものであり、 （当局において具体の検討を行ってい

るものではなく、 ）お答えする立場にない。

－ 1 －



蓮詞制
声

特徴 課題内容 例種類

小選挙区単記投票制と同様死票

が多くなる。

実際には異党派投票が生じること

が考えられる。

定数が多い場合､下位の選好につ

いて､いい加減な投票になりやす

い。

投開票手続きが複雑。

政党化が進んでいる場合､各政党が定数分

の候補者を擁立し､定数分の全ての票を自

党の候補者に投票するように呼び掛けるの

で､第1党が議席を独占することが多くなる。

多数代表制に分類される。

アメリカの一部州

フィリピン上院

日本衆議院(明治23～31年

選挙の一部の選挙区）

選挙区の定数が2議席以上で､選挙人が定数分の異なる候

補者を選んで投票｡得票順に定数までの候補者が当選。
完全連記制

二＝＝－－

ロ

異党派投票が生じることがあり､結

果として同士討ちが生じる。

小党分立の可能性が高まる。

定数に対する連記する票数の設定

によって性格が変わる。

投開票手続きが複雑。

一己 二一口一五で 一

性格としては､単記非移譲式投票制(現行

制度)と変わらないが､当選人が多様化する。

ただし､定数に近い票数を与えるほど完全

連記制の性格に近くなる｡

選挙区の定数が3議席以上で､選挙人が2以上定数未満の

定められた数の候補者を選んで投票｡得票順に定数までの

候補者が当選．

スペイン上院

日本衆議院(昭和21年選

挙）

制限連記制

少数集団が特定候補に累菰投票

を集中させてその候補者を当選さ

せ､結局多数有権者の選考が歪

められる可能性がある。

投開票手続きが複雑。

異なる候補者名の連記のみの場合に比べ、

少数意見が反映されやすい。

(少数代表制）

選挙区の定数が2謹席以上で､選挙人が定数分の候補者

を選んで投票(同一候補者名の連記可能)｡得票順に定数

までの候補者が当選。

累積投票制 ドイツの一部州の市町村

定数が複数の選挙区で､選挙人が候補者に優先順位を付

して投票｡第1順位票の集計で当選基数以上の獲得をした

候補者が当選｡当選者数が定数に満たない場合､当選者の

護得票のうち当選基数を上回る得票(超過票)を第2順位の

候補者に移譲したり､得票が少なく落選と決定した候補者の

票を第2順位の候補者に移譲する｡移譲した票を加算した

票数が当選基数に達した候補者が当選｡これを定数になる

まで繰り返す。

同士討ちが生じる‘，

定数が多い場合､下位の選好につ

いて､いい加減な投票になりやす

い。

投開票手続きが特に複雑。

得票率と議席率が比例的になるため､比例

代表制の一種とされている。

名簿式比例代表制に比べ政党の拡散化(小

党分立化)を防げる。

（参考）
単記移譲式比
例代表制

アイルランド上下院

マルタ

オーストラリア上院

■

※このほか逓減連記投票制､制限累積投票制があるが採用例は見られない。

出典：佐藤令「諸外国の選挙制度」 （国立国会図書館・調査と情報第721号2011） 、加藤秀治郎「日本の選挙」中公新書2003、
森口繁治「比例代表法の研究」有斐閣1925ほか各種資料を基に事務局にて作成
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※ 「平成26年度地方議会に関する研究会」第6回資料（平成27年2月3日）



地方議会・議員に閏する研究会報告書（要旨）

平成29年7月

地方議会・議員に関する研究会

9

地方議会議員については､住民の関心の低下やなり手不足の問題などが折に触れて指摘さ

れているところ、本研究会では、純粋に学術的な見地にたち、地方議会議員の選挙制度とし

て考えられる姿について議論を深めた。

本研究会の提言が、今後地方自治関係者をはじめ、国会や地方議会など、各方面での幅広

い検討に資することを願うものである。

○人口減少社会において増大する合意形成が困難な課題について､民主的に合意形成を進

めていく上で、地方議会の役割は重要である。一方で、地方議会の議員数は減少傾向に

あり、投票率も低下の一途であるなど、住民の関心の低さ、なり手不足は深刻な問題と

なっている。

○そうした中で、住民の関心を喚起し、地方議会の存在感を高められるよう、次の観点か

ら、 「実効的な代表選択」を可能とする選挙制度について議論を深める必要がある。

・選択ができるだけ容易なこと。 （投票容易性）

・政策についての実質的な比較考量ができること。 （比較可能性）

・選挙結果についての納得性が高いこと。 （納得性）

・有権者の投票参加意欲が高まること。 （投票環境）

Ⅱ市区町村議会議員の選挙制度

[市区町村織会の特性等］

○市区町村の議会については、

・基礎自治体の議会として、住民に対する行政サービスの中心を担う地域経営の主体と

しての役割に応じた議会のあり方が求められる点は共通している。

・一方で団体間の人口規模において相違が大きく認められ、高い専門性が求められ、政

党化や会派制が定着している大規模団体から、地域課題のきめ細かな捕捉が求められ、

議員個人が活動の中心となっている小規模団体まで、多様な状況にある。

等の特性が指摘できると考えられる。

1

I 地方議会・議員の現状と課 題



[市区町村議会議員の選挙で指摘される課題等］

○現行の市区町村議会議員の選挙は､原則として市区町村全域(指定都市における行政区

ごとの選挙区設置､条例による選挙区設置の例外あり）を区域とする単記非移譲式投票

制を採用しているが、

・大規模団体から小規模団体まで多様な実態にあることから、各々の団体にふさわしい

選挙制度も異なってくるとの考え方もあり得ること。

・ ・一部の大規模団体では、当選に必要な最低得票率が極端に低くなる場合があり、候補

・者の個人的つながりに依拠した選挙となり得ること。

．－部の大規模団体では、有権者が負う情報コストが高くなっていること。

等の課題があると考えられる。

[考えられる市区町村議会議員の選挙制度］

○市区町村が多様な実態にあることを踏まえれば､その議会議員の選挙については、目指

すべき方向性に応じて、 (1)及び(2)を基本としつつ、代替案である(3)も含め、次の3

案について検討してはどうかと考えられる。

(1)政策・政党等本位の議会構成を促進する方向性

→比例代表選挙を導入する案

（中規模から大規模団体に親和的）

(2)現行の地域代表性に配慮しつつ、議員間のグループ化を促すとともに住民のより多

様なニーズを反映する方向性

→投票方法について制限連記制を導入しつつ、必要に応じて選挙区設置を進める案

（小規模から中規模団体に親和的）

(3)現行の地域代表性を基本的に維持しつつ、有権者の情報コストの軽減や投票環境の

変化を促す方向性

→投票方法について単記非移譲式（現行制度）を維持しつつ、選挙区設置を進める案

（小規模団体における代替案）

○上記(2)及び(3)における選挙区については､次のような観点に留意して検討を進める必

要があると考えられる。

・各地方公共団体における選挙区の区割りの公正さを確保するため、次のような措置を

検討すべき。

一選挙区の設置指針を策定（又は法定）する。

一第三者機関を設置して審議する（複数の市町村の共同設置もあり得る)。

・選挙の性格（最低得票率や比例性等）を揃える観点から、各選挙区の定数については

極力揃えるべき。

・各選挙区の定数については､有権者の情報コストや区割りの困難性との関係を考慮し

て決定すべき。

や
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Ⅲ都道府県議会議員の選挙制度

[都道府県議会の特性等］

○都道府県議会については、

・広域自治体の議会として、地域間・政策間の利害調整や、広域的・戦略的な政策形成

機能に応じた議会のあり方が求められる。

・現状として、国政政党のほか地域政党による政党化や会派制が定着している。

等の特性が指摘できると考えられる。

[都道府県議会議員の選挙で指摘される課題等］

○現行の都道府県議会議員の選挙は､選挙区を設置しての単記非移譲式投票制を採用して

いるが、

・都道府県の広域的･戦略的な役割に対応して議会に求められる政策形成機能を促進す

る観点とは必ずしも一致しないこと。

.選挙区ごとに定数が大きく異なっており、選挙の性格が混在していること。

・一部の大選挙区では、有権者が負う情報コストが高くなっていること。

・選挙区間での一票の格差が大きくなっている場合があること。

等の課題があると考えられる。

○また、指定都市を擁する道府県の場合には、道府県の指定都市の区域に対する事務・権

限は他の市町村の区域に対して有する事務･権限に比して小さいにもかかわらず､人口

規模の大きい指定都市から選出される道府県議会議員の数が多くなっているとの指摘

もある。

○なお、都道府県議会議員の選挙制度については、選挙区編成を自由化した平成25年の

改正から間もないところであり、法改正の影響等については当面注視する必要があると

考えられる。

［考えられる都道府県議会議員の選挙制度］

○都道府県議会議員の選挙については､次の観点から比例代表選挙の導入案について検討

してはどうかと考えられる。

・比例代表選挙によって一般に促進される政策・政党等本位の選挙は､都道府県議会に

求められる役割と整合的であること。

、指定都市を擁する道府県について指摘される課題や､一票の格差をはじめ､選挙区に
関わる実務的諸課題（定数の設定、選挙区割りなど）を回避できること。

？現状として、都道府県議会は政党化が十分に進んでおり、政策・政党等本位の比例代

表選挙を円滑に実施できる環境にあるほか、国政との連動性が期待できること。

3ゆ
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○一方､比例代表選挙の導入を原則としつつ､都道府県議会議員の選挙においても特に地

域代表性に配慮する必要があると考える場合には､次のような方策があると考えられる。

・比例代表選挙と選挙区選挙の並立制とすること。

・比例代表選挙と選挙区選挙の併用制とすること。

・比例代表選挙において、少数の選挙区を設置し、地域別名簿による投票を採用するこ

と。

○上記のとおり地域代表性に配慮する必要があると考える場合において､設置する選挙区

については、市区町村と同様の観点に留意して検討する必要がある。

Ⅳ選挙制度の選択制

[検討の視点］

○地方公共団体の基本的条件や､各議会選挙の前提となる条件が多様であることを踏まえ、

各地方公共団体においてそれぞれ実効的な代表選択を可能にする制度を選択可能とす

ることは意義があると考えられる。

○選挙制度選択制とする場合にも､地方自治制度に係る基本的な制度構築に係る国の責任

と、地方の自主性・自立性の尊重との両立を図る観点から、次のような措置を講ずるべ

きと考えられる。

・完全に自由な選択ではなく、選挙制度に関する基本的な原則を法律で規定した上で、

一定の場合に定められた選択肢の選択を可能とすること。 ‘

・選択制を適用する対象団体について、適切な選択を実現するという観点に基づき、法

律により限定する（一部の団体は選択制対象から除外する）こと。

○選挙制度選択制を導入する場合の手続として、議会の議決によることとするほか､住民

の直接的な選択である住民投票に付すこととすることが考えられる。

、

[市区町村議会議員に係る選挙制度選択制］

○市区町村議会については、多様な実態にあることから、選挙制度選択制になじみやすい

と考えられる。

○選択制の対象となる具体案としては、既述のとおり、それぞれの目指すべき方向性に応

じて

(1)政策・政党等本位の議会構成を促進する方向性

→比例代表選挙を導入する案

（中規模から大規模団体に親和的）

(2)現行の地域代表性に配慮しつつ、議員間のグループ化を促すとともに住民のより多
様なニーズを反映する方向性

必要に応じて選挙区設置を進める案制を導入しつつ、
｡没票方法について制限連記→

(小規模から中規模団体に親和的）

4



(3)現行の地域代表性を基本的に維持しつつ、有権者の情報コストの軽減や投票環境の
変化を促す方向性

→投票方法について単記非移譲式（現行制度）を維持しつつ、選挙区設置を進める案
（小規模団体における代替案）

とすることが考えられる。

○一方、指定都市及び特別区については、大都市の性格が共通していると考えられること

から、選挙制度選択制の対象外として一律の選挙制度（比例代表選挙）とすることも考

えられる。

［都道府県議会識員に係る選挙制度選択制］

○都道府県議会については、市区町村と比べて機能・能力等の面での相違は小さいことな

どから、原則として選挙制度選択制の対象外として一律の選挙制度（比例代表選挙）と

することが考えられる。

○一方で、特に地域代表性に配慮する必要があるとの判断をした団体については、比例代○一方で、特に地域代表性に配慮する必要があるとの判断をした団体については、

0

表選挙を基本とした代替案に限って選択制を認める余地があるとも考えられる。

0

●
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､V■ 国会用資料(実問）
内容 問1 内閣が今国会に提出した法律案のうち、 「この法律に定める（又は「規定す

る」 ）もののほか（又は「外」 ） 、この法律の実施のため（に）必要な事項は、命令
で定める」等との規定（※）を設けようとするものの件名及び当該規定の条文番号を
全て挙げられたい。

畿菫霊潔調琴躍曇認雲漂雲走鐺ののほか(又は｢外｣ ) 、この法
律を実騒驍憲I瀞寡菫濯紫=嘉壽挫揺のほか(又は『外｣ ) 、この法
③この法律に定める（又は「規定する」 ）もののほか（又は「外」 ） 、この法

律の実施（又は「施行」 ）に関し必要な事項は、命令で定める
④この法律に定める（又は「規定する」 ）もののほか（又は「外」 ） 、この法

律（又は「節」 ）の規定の実施に関し必要な事項は、命令で定める
⑤その他同旨の規定

（答）
内閣提出の法律案についてもそれぞれ所管省があり、当局が全ての法律案について網
羅的にお答えする立場にはないが、お尋ねを踏まえ、 これまでに当局で調べた限りで
は、今国会に提出した法律案であって、御指摘の

の窒澁鰯雲|琴鑛遷蹟,騨票雲走鐺?のほか(又は｢外｣ ) 、 この法律
を皇孟篭溺瀞寡菫懇章鮮嘉壽捲蕊Pほか(又は｢外｣ ) ､この法律
の鬘孟殺瀞驍汗I雛擢蔑認嘉零零塁蕊子は｢外｣ ) 、 この法律
又は
④「この法律に定める（又は「規定する」 ）もののほか（又は「外」 ） 、 この法律
（又は「節」 ）の規定の実施に関し必要な事項は、命令で定める」
との規定を新たに設けることとしているものは、次のとおりである（成立済みのもの
は「案」を付さない） 。
（①に該当するもの）
・統計法及び独立行政法人統計センター法の一部を改正する法律による改正後の統
計法第56条の2
・都市農地の賃借の円滑化に関する法律案第16条
・所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案
第47条
・船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律案第42条
（②に該当するもの）
・電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律
による改正後の電気通信事業法
第176条の2
（③に該当するもの）
・海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案
第27条
（④に該当するもの）
・働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案による改正後の労働
安全衛生法第115条の2

琶
【対長官問1】300531参・総務委_吉川沙織君jtd

作成日:2018/06/01分類

問番号:001吉川君対長官問1

問1 内閣が今国会に提出した法律案のうち、 「この法律に定める（又は「規定す
る」 ）もののほか（又は「外」 ） 、この法律の実施のため（に）必要な事項は、命
令で定める」等との規定（※）を設けようとするものの件名及び当該規定の条文番
号を全て挙げられたい。
（※）①この法律に定める（又は「規定する」 ）もののほか（又は「外」 ） 、この

件名：

大分類
H『 ｡分類 小分類



法律の実施のため（に）必要な事項は、命令で定める
②この法律に定める（又は「規定する」 ）もののほか（又は「外」 ） 、この

法律を譲蕊溌畿麟妻雷溌誉雪汗髻溌ほか(又は｢外｣ ) 、この
法律の壼翻蕊I蝋も)(受糾裳警評|まも雰謂溌隻は｢外｣ ) 、この
法律（又は「節」 ）の規定の実施に関し必要な事項は、命令で定める
⑤その他同旨の規定

＝

答弁：平成30年5月31日 （第196回国会）
院 ：参議院総務委員会答弁有り

質問者：吉川沙織 党派：壷民

答弁者：横畠裕介内閣法制局長官

答弁作成者：内閣法制局長官総務室

備考 ●
●

国会答弁抄採録先：

国会議事録採録先：



く
ノ

対長官

平成30年5月31日 （木）参・総務委吉川沙織君（立民）

問1 内閣が今国会に提出した法律案のうち、 「この法律に

定める（又は「規定する」 ）もののほか（又は「外」 ） 、

この法律の実施のため（に）必要な事項は、命令で定め

る」等との規定（※）を設けようとするものの件名及び当

該規定の条文番号を全て挙げられたい。

(※）①この法律に定める（又は「規定する」 ）もののほか（又は「外」 ） 、こ

の法律の実施のため（に）必要な事項は、命令で定める

②この法律に定める（又は「規定する」 ）もののほか（又は「外」 ） 、こ

の法律を実施するため（に）必要な事項は、命令で定める

③この法律に定める（又は「規定する」 ）もののほか（又は「外」 ） 、こ

の法律の実施（又は「施行」 ）に関し必要な事項は、命令で定める

④この法律に定める（又は「規定する」 ）もののほか（又は「外」 ） 、こ

の法律（又は「節」 ）の規定の実施に関し必要な事項は、命令で定める

⑤その他同旨の規定

(答）

内閣提出の法律案についてもそれぞれ所管省があり、当局

が全ての法律案について網羅的にお答えする立場にはないが、

お尋ねを踏まえ、これまでに当局で調べた限りでは、今国会

に提出した法律案であって、御指摘の

①「この法律に定める（又は「規定する」 ）もののほか（又

は「外」 ） 、この法律の実施のため（に）必要な事項は、

命令で定める」

②「この法律に定める（又は「規定する」 ）もののほか（又

－ 1 －



は「外」 ） 、この法律を実施するため（に）必要な事項は、

命令で定める」

③「この法律に定める（又は「規定する」 ）もののほか（又

は「外」 ） 、この法律の実施（又は「施行」 ）に関し必要な

事項は、命令で定める」

又は

④「この法律に定める（又は「規定する」 ）もののほか（又

は~｢外」 ） 、この法律（又は「節」 ）の規定の実施に関し必

要な事項は、命令で定める」

との規定を新たに設けることとしているものは、次のとおりで

ある（成立済みのものは「案」を付さない） 。

（①に該当するもの）

・統計法及び独立行政法人統計センター法の一部を改正する

法律による改正後の統計法第56条の2
・都市農地の賃借の円滑化に関する法律案第16条

・所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案

第47条

・船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律案第42条

（②に該当するもの）

・電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法

の一部を改正する法律による改正後の電気通信事業法

第1 76条の2

（③に該当するもの）

・海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用

の促進に関する法律案第27条

－2－



(④に該当するもの）

･働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律

案による改正後の労働安全衛生法第1 1 5条の2

－3－



【参照条文】
（①に該当するもの）

○統計法及び独立行政法人統計センター法の一部を改正する法律による改正後の統

計法

（命令への委任）

第五十六条のここの法律に定めるもののほか､この法律の実施のために必要な事項

は､命令で定める。

○都市農地の貸借の円滑化に関する法律案（第1 96回閣第43号）

（農林水産省令への委任）

第十六条この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、農

林水産省令で定める。

○所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案（第196回閣第52

号）

（省令への委任）

第四十七条この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、

国土交通省令又は法務省令で定める。

○船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律案（第1 96回閣第53号）

（国土交通省令等への委任）

第四十二条この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、

国土交通省令又は主務省令で定める。

（②に該当するもの）

○電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律

による改正後の電気通信事業法

（総務省令への委任）

第百七十六条の二この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な

事項は、総務省令で定める。

（③に該当するもの）

○海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案

（第1 96回閣第46号）

（命令への委任）

第二十七条この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、

命令で定める。
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（④に該当するもの）

○働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案による改正後の労働

安全衛生法（第196回閣第63号）

（厚生労働省令への委任）

第百十五条のここの法律に定めるもののほか､この法律の規定の実施に関し必要な

事項は､厚生労働省令で定める。

｛

－5－
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モマー

、、ﾝ‘ 国会用資料(実問）
内容 問2過去五年間の常会において、内閣が国会に提出した法律案のうち、問1の規定

を設けようとするものの件数を常会別に示されたい。
（答）

灘篭蕊蕊犠隷購蝋潔溌蕊蕊溌
の時間を要するものと考えられ、お答えすることは困難である。

琶
【対長官問21300531参・総務委_吉川沙織君jtd

分類 作成日:2018/06/01

問番号：002対長官問2

件名： 問2過去五年間の常会において、内閣が国会に提出した法律案のうち、問1の規
定を設けようとするものの件数を常会別に示されたい。

答弁：平成30年5月31日 （第196回国会）
院 ：参議院総務委員会答弁有り

質問者：吉川沙織 党派：立民

答弁者：横畠裕介内閣法制局長官

答弁作成者：内閣法制局長官総務室

備考：

国会答弁抄採録先：

国会議事録採録先：

大分類 中分類 小分類



－－

一

対長官

平成30年5月31日（木）参・総務委吉川沙織君（立民）

問2過去五年間の常会において、内閣が国会に提出した法

律案のうち、問1の規定を設けようとするものの件数を常

会別に示されたい。

(答）

内閣提出の法律案についてもそれぞれ所管省があり、当局

が全ての法律案について網羅的にお答えする立場にはなく、

また、お尋ねについては、改め文の内容や議院修正の有無、

該当規定がない法律案については該当規定がないことの確認

等、作業に相当の時間を要するものと考えられ、お答えする

ことは困難である。

－ 1 －



､V国会用資料(実問）
内容 問3近年、問1で述べたような規定例が増えているが、このような規定は、法律に

よる行政の原理や、国会を唯一の立法機関と定める憲法の規定などに照らして問題が
あると考えている。内閣法制局として、このような規定を置くことを推奨しているの
か。
（答）
1 吉川議員の質問主意書に対する5月25日の答弁書でお答えしているとおり、法
律等を実施し、又は施行するために必要な政令、内閣府令及び省令、いわゆる「実施
命令」については、憲法第73条第6号が「法律の規定を実施するために、政令を制
定すること」を内閣の事務とし、また、内閣府設置法第7条第3項が「内閣総理大臣
は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため・ ・ ・
内閣府の命令として内閣府令を発することができる」と、国家行政組織法第12条第
1項が「各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するた
め・ ・ ・それぞれその機関の命令として省令を発することができる」と規定し、個別
の法律等による特別の委任がなくても制定することができるとされている。
その上で、個別の法律等において、実施命令の法形式を明示する等のため、実施

命令の根拠規定を設けることもあると承知しており、先にお答えした法律案等もその
例であるが、個別の法律案に御指摘のような規定を置くかどうかについては、それぞ
れの法律案ごとに個別に検討されているものであり、内閣法制局として、御指摘のよ
うな規定を置くことを推奨しているということはない。

2 いずれにせよ、実施命令において規定することができる事項は、その性質上、個
別の法律等による特別の委任に基づくいわゆる委任命令と異なり、法律等を実施し、
又は施行するため必要な細目的事項に限られ、これを超えて実質的に国民の権利を制
限したり、国民に義務を課することとなるような事項を規定することは、許されない
ものと考えているところであり、御指摘のような規定について、憲法の規定や法律に
よる行政の原理等に照らして問題があるものとは考えていない。

割
【対長官問3】300531参・総務委(実施命令)jtd

作成日:2018/06/01分類

問番号:003対長官問3

件名： 問3近年、問1で述べたような規定例が増えているが、このような規定は、法律
による行政の原理や、国会を唯一の立法機関と定める憲法の規定などに照らして問
題があると考えている。内閣法制局として、 このような規定を置くことを推奨して
いるのか。

答弁：平成30年5月3旧（第196回国会）
院 ：参議院総務委員会答弁有り

質問者：吉川沙織 党派：立民

答弁者：横畠裕介内閣法制局長官

答弁作成者：内閣法制局第一部

備考：

国会答弁抄採録先：

国会議事録採録先：

大分類 に .分類 小分類



対長官

平成30年5月31日（木）参・総務委吉川沙織君(立民）

問3近年、問1で述べたような規定例が増えているが、こ

のような規定は、法律による行政の原理や、国会を唯一の

立法機関と定める憲法の規定などに照らして問題があると

考えている。内閣法制局として、このような規定を置くこ

とを推奨しているのか。

(答）

吉川議員の質問主意書に対する5月25日の答弁害でお答

えしているとおり、法律等を実施し、又は施行するために必

要な政令、内閣府令及び省令、いわゆる「実施命令」につい

ては、憲法第73条第6号が「法律の規定を実施するために、

政令を制定すること」を内閣の事務とし、また、内閣府設置

法第7条第3項が「内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行

政事務について、法律若しくは政令を施行するため・ ・ ・内

閣府の命令として内閣府令を発することができる」と、国家

行政組織法第12条第1項が「各省大臣は、主任の行政事務

について、法律若しくは政令を施行するため・ ・ ・それぞれ

その機関の命令として省令を発することができる」と規定し、

個別の法律等による特別の委任がなくても制定することがで

きるとされている。

その上で、個別の法律等において、実施命令の法形式を明

示する等のため、実施命令の根拠規定を設けることもあると

1
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承知しており、先にお答えした法律案等もその例であるが、

個別の法律案に御指摘のような規定を置くかどうかについて

は、それぞれの法律案ごとに個別に検討されているものであ

り、内閣法制局として、御指摘のような規定を置くことを推

奨しているということはない。

2 いずれにせよ、実施命令において規定することができる事

項は、その性質上、個別の法律等による特別の委任に基づく

いわゆる委任命令と異なり、法律等を実施し、又は施行する

ため必要な細目的事項に限られ、これを超えて実質的に国民

の権利を制限したり、国民に義務を課することとなるような

事項を規定することは、許されないものと考えているところ

であり、御指摘のような規定について、憲法の規定や法律に

よる行政の原理等に照らして問題があるものとは考えていな

い。

（参照条文）

○日本国憲法

第四十一条国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。

第七十三条内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ°

－法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

二～五略

六この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令

には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

○内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）

（内閣総理大臣の権限）
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第七条略

2 略

3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を

施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令と

して内閣府令を発することができる。

4 内閣府令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しく

は国民の権利を制限する規定を設けることができない。

5～7 略

○国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）

第十二条各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するた

め、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令と

して省令を発することができる。

2略

3 省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国

民の権利を制限する規定を設けることができない。
／

（質問主意書・答弁書）

（平30． 5 ． 25 対吉川沙織君・参）

一から八までについて

お尋ねの『包括委任規定」の意味するところが明らかではないため、その件数等

についてお答えすることは困難である。

なお、法律等を実施し、又は施行するために必要な政令、内閣府令及び省令（以

下「実施命令」という。 ）については、憲法第七十三条第六号が「法律の規定を実

施するために、政令を制定すること」を内閣の事務とし、また、内閣府設置法（平

成十一年法律第八十九号）第七条第三項が「内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の

行政事務について、法律若しくは政令を施行するため・ ・ ・内閣府の命令として内

閣府令を発することができる」と、国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十

号）第十二条第一項が「各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令

を施行するため・ ・ ・それぞれその機関の命令として省令を発することができる」

と規定し、個別の法律等による特別の委任がなくても制定することができるとされ

ている。その上で、個別の法律等において、実施命令の法形式を明示する等のため、

実施命令の根拠規定を設けることもあると承知しており、今国会に提出した御指摘

の電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律

案等もその例である。いずれにせよ、実施命令において規定することができる事項

は、その性質上、個別の法律等による特別の委任に基づくいわゆる委任命令と異な
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り、法律等を実施し、又は施行するため必要な細目的事項に限られる。また、個別

の法律等において実施命令の法形式を定める場合において、政令に委ねるか、いず

れの府省令（共同府省令を含む。 ）に委ねるか等は、当該個別の法律等の具体的な

内容に応じて適切に判断されるものであることから、 「使い分けの具体的な基準」

について一概に申し上げることはできない。

（国会答弁）

儘薦制局長官平，割
○政府委員（工藤敦夫君） お答えいたします。

法律と政令の関係というお尋ねでございますが、法律の、いわば法律という一つ

の法形式とそれから政令という一つの法形式、これとの関係につきまして、学説そ

の他で言われておりますものも、いわゆる現行の憲法下におきましては、法律の執

行のための執行命令というものと委任命令と二つが認められているであろう。そう

いう意味におきまして、法律の執行命令といいますのはいわば実施政令とかいうふ

うな言葉を使うこともございますが、それはその性質上、当然に法律の規定を実施

するために必要な細目的事項を定める、かように言われております。また一方で、

委任政令につきましては、その内容は法律による委任の範囲に限られる、こういう

ことでございます。

他方、法律が逆に政令に委任する場合のその限度でございますが、その範囲につ

きましては、憲法の四十一条で「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立

法機関である。 」と、こういう規定がございます。そういう趣旨を没却しないと申

しますか、そういう趣旨を否定し、いわば国会の立法権を没却するような抽象的、

包括的な委任、これは許されるものではない。その反面、例えば手続的な事項、技

術的な事項、事態の推移に応じ臨機に措置しなければならないことが予想される事

項、そういうものについての個別的、具体的な委任、これが行われるということで

ございます。

法律と政令の関係について申し上げれば、以上のようなことと存じます。

○政府委員（工藤敦夫君） 委任の範囲につきましては、ただいまもお答え申し上

げましたように、いわゆる実施政令、委任政令がございます。そのうちの委任政令

の方で、いわゆる法律の側から委任するという観点から申し上げれば、憲法の四十

一条が定めているその趣旨を否定し、いわば実質的に国会の立法権を没却するよう

な抽象的かつ包括的なものであってはならない。例えば手続的な事項でございます

とか、それから技術的な事項でございますとか、それから事態の推移に応じて臨機

に措置しなければならないことが予想される事項、こういうものを個別的、具体的

に委任する、こういうことでございますし、逆は政令の方から見ますれば、法律に

よる委任の範囲内に限られる、かようは考えております。
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、ノノ 国会用資料(実問）
問4問1で述べたような規定例では、実質的に権利義務にかかわる事項を定められ
ないということはまったく読み取れないと考えるが、これが実施命令の根拠規定で
あって、実質的に国民の権利義務について定める委任命令の根拠規定ではないという
ことを、条文上どのように峻別しているのか。
（答）
御指摘のような規定については、法律の「実施」又は「施行」のために必要な事項に
ついて定めるとしているものであることから、先ほど御説明した実施命令について定
めたものであることは明らかである。

苦
【対長官問4】300531参・総務委(実施命令)jtd3jtd

作成日:2018/06/01

内容

分類

問番号:004対長官問4

件名： 問4問lで述べたような規定例では、実質的に権利義務にかかわる事項を定めら
れないということはまったく読み取れないと考えるが、これが実施命令の根拠規定
であって、実質的に国民の権利義務について定める委任命令の根拠規定ではないと
いうことを、条文上どのように峻別しているのか。

答弁：平成30年5月3旧（第196回国会）
院 ：参議院総務委員会答弁有り

質問者：吉川沙織 党派：立民

答弁者：横畠裕介内閣法制局長官

答弁作成者：内閣法制局第一部

備考：

国会答弁抄採録先：

国会議事録採録先：、

大分類 に .分類 小分類



1

対長官

平成30年5月31日（木）参・総務委吉川沙織君（立民）

問4 問1で述べたような規定例では、実質的に権利義務

にかかわる事項を定められないということはまったく読

み取れないと考えるが、これが実施命令の根拠規定であ

って、実質的に国民の権利義務について定める委任命令

の根拠規定ではないということを、条文上どのように峻

別しているのか。

(答）

御指摘のような規定については、法律の「実施」又は「施

行」のために必要な事項について定めるとしているものであ

ることから、先ほど御説明した実施命令について定めたもの

であることは明らかである。

（参照条文）

○日本国憲法

第四十一条国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。

第七十三条内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

一法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

二～五略

六この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令

には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

○内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）

（内閣総理大臣の権限）
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第七条略

2略

3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を

施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令と

して内閣府令を発することができる。

4 内閣府令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しく

は国民の権利を制限する規定を設けることができない。

5～7 略

○国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）

第十二条各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するた

め、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令と

して省令を発することができる。

2 略

3 省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国

民の権利を制限する規定を設けることができない。

（質問主意害・答弁書）

（平30 ． 5 ． 25 対吉川沙織君・参）

－から八までについて

お尋ねの「包括委任規定」の意味するところが明らかではないため、その件数等

についてお答えすることは困難である。

なお、法律等を実施し、又は施行するために必要な政令、内閣府令及び省令（以

下「実施命令」という。 ）については、憲法第七十三条第六号が「法律の規定を実

施するために、政令を制定すること」を内閣の事務とし、また、内閣府設置法（平

成十一年法律第八十九号）第七条第三項が「内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の

行政事務について、法律若しくは政令を施行するため・ ・ ・内閣府の命令として内

閣府令を発することができる」と、国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十

号）第十二条第一項が「各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令

を施行するため・ ・ ・それぞれその機関の命令として省令を発することができる」

と規定し、個別の法律等による特別の委任がなくても制定することができるとされ

ている。その上で、個別の法律等において二実施命令の法形式を明示する等のため、

実施命令の根拠規定を設けることもあると承知しており、今国会に提出した御指摘

の電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律

案等もその例である。いずれにせよ、実施命令において規定することができる事項

その性質上、個別の法律等による特別の委任に基づくいわゆる委任命令と異なは、
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り、法律等を実施し、又は施行するため必要な細目的事項に限られる。また、個別

の法律等において実施命令の法形式を定める場合において、政令に委ねるか、いず

れの府省令（共同府省令を含む。 ）に委ねるか等は、当該個別の法律等の具体的な

内容に応じて適切に判断されるものであることから、 「使い分けの具体的な基準」

について一概に申し上げることはできない。

（平22 ． 10． 12 対近藤三津枝・衆）

○答弁書

二について

法律が政令に委任することができる事項の範囲については、平成三年三月四日参

議院予算委員会及び平成二十二年四月二日衆議院環境委員会において、内閣法制局

長官が答弁したとおり、 「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関

である。 」との憲法第四十一条の規定の趣旨を否定し、いわば実質的に国会の立法

権を没却するような抽象的かつ包括的な委任は許されるものではないとする一方で、

措置しなければな例えば、 手続的な事項、技術的な事項、事態の推移に応じ臨機に

らないことが予想される事項についての個別的、具体的な委任は行うことができる

との見解を従来から採ってきているところであり、この見解に変わりはない。

○質問主意書

二政令委任に関する憲法解釈の変更について

第二点は、大臣答弁の中で言及された「その委任政令も、平成三年三月四日の話

でありまして、その後、この委員会で委員自身が御質問された、いわゆる法制局の

答弁は四月の二日でございまして、その中では政令の委任として許される範囲のも

のであると法制局が答弁をしているわけでありまして、そういった意味においては、

若干申し上げづらいんですが、いずれにおいても、少し古過ぎるデータをもとに議

論をされているのではないか、こういうふうに思います」との発言である。私が、

本年四月二日の衆議院環境委員会でも、当日の委員会でも、平成三年三月四日の当

時の法制局長官の答弁をもとに政令委任の憲法解釈の質問をしていたのは事実であ

るが、これを指し、この政令委任に関する憲法解釈が「古過ぎるデータ」をもとに

した議論と答弁されるのであれば、平成三年三月四日以降に、憲法で許される政令

委任の範囲の憲法解釈が、いつ、誰によって、どのように変更されたのか、具体的

に答弁されたい。

(国会答弁）

訂像･環境委 平22．4．

I
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嘘田内閣法制局長官 答鋤
○梶田政府参考人 お答えいたします。

今御質問にございましたように、法律の執行のための委任命令というのは、憲

法七十三条の六号の規定からも明らかなように、認められております。

問題は、その際に、＝般に法律が政令に委任する場合の範囲それから限界の問

題につきまして、今御指摘ございましたように、憲法第四十一条では「国会は、国

権の最高機関であって､国の唯一の立法機関である。 」 、こういうふうに定めてお

ります。このことから、 この憲法の趣旨を否定しいわば国会の立法権を没却する

ような抽象的かつ包括的な委任は許されるものではないというふうに考えてきてお

ります。

その反面で、例えば、手続的な事項とか技術的な事項、事態の推移に応じ臨機

に措置しなければならないことが予想されるような事項など、こういったものにつ

いて個別具体的に政令に委任する、これは行うことができる。これまでも、今御指

摘ございましたように答弁をしてきておるところでございます。

それで、法律の施行期日の御指摘がございました。

法律の施行期日につきましては、法律で直接定める。そのほかに、今回の法律

もそうでございますが、法律で政令に委任する例がたくさんございます。地球温暖

化対策基本法案の十条一項の規定の施行期日につきましては、この十条一項の内容

が国際交渉にかかわるものであるということから、事柄の性質上あらかじめ確定的

に施行期日を定めることが困難であったということから、政令に委任して定めると

いうふうにしたわけでございます。

その政令に委任する前提条件といたしまして、法律上附則の第一条ただし書き

におきまして明確にその条件を規定いたしまして、その上で施行期日を政令に委任

しているというものでございます。政令への委任として許される範囲内のものであ

るというふうに私どもは考えておるところでございます。

筐毒麓制局長官平，割
○政府委員（工藤敦夫君） お答えいたします。

法律と政令の関係というお尋ねでございますが、法律の、いわば法律という一つ

の法形式とそれから政令という一つの法形式、これとの関係につきまして、学説そ

の他で言われておりますものも、いわゆる現行の憲法下におきましては、法律の執

行のための執行命令というものと委任命令と二つが認められているであろう。そう

いう意味におきまして、法律の執行命令といいますのはいわば実施政令とかいうふ

うな言葉を使うこともございますが、それはその性質上、当然に法律の規定を実施

するために必要な細目的事項を定める、かように言われております。また一方で、

その内容は法律による委任の範囲に限られる、 こういう選任政令につきましては、
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ことでございます。

他方、法律が逆に政令に委任する場合のその限度でございますが、その範囲につ

きましては、憲法の四十一条で「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立

法機関である と、 こういう規定がございます。 そういう趣旨を没却しないと申

しますか、そういう趣旨を否定し、いわば国会の立法権を没却するような抽象的、

包括的な委任、これは許されるものではない。その反面、例えば手続的な事項、技

術的な事項、事態の推移に応じ臨機に措置しなければならないことが予想される事

項、そういうものについての促捌的、具体的な委任、これが行われる ということで

ございます。

法律と政令の関係について申し上げれば、以上のようなことと存じます。

○政府委員（工藤敦夫君） 委任の範囲につきましては、ただいまもお答え申し上

げましたように、いわゆる実施政令、委任政令がございます｡そのうちの委任政令

の方で、いわゆる法律の側から委任するという観点から申し上げれば、憲法の四十

一条が定めているその趣旨を否定し、いわば実質的に国会の立法権を没却するよう

な抽象的かつ包括的なものであってはならない。例えば手続的な事項でございます

とか、それから技術的な事項でございますとか、それから事態の推移に応じて臨機

に措置しなければならないことが予想される事項、こういうものを個別的、具体的

に委任する、こういうことでございますし、逆は政令の方から見ますれば、法律に

、かようは考えております。よる委任の範囲内に限られる
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一

、〆 国会用資料(実問）
内容 問5包括的な委任規定ではないというのであれば、国際観光旅客税法案第23条のよ

うに、手続的事項について例示するような規定ぶりとするべきではないか。
（答）
法律等を実施し、又は施行するため等と規定されている以上、御指摘の例示の有無に
かかわらず、実施命令に係る規定であることに違いはない。

詮
【対長官問5】300531参・総務委_吉川沙織君jtd

分類’ 作成日:2018/06/01

問番号：005対長官問5

件名： 問5包括的な委任規定ではないというのであれば、国際観光旅客税法案第23条の
ように、手続的事項について例示するような規定ぶりとするべきではないか。

(第196回国会）
答弁有り

党派：立民

答弁：平成30年5月31日 （第196
院 ：参議院総務委員会答弁

質問者：吉川沙織

答弁者：横畠裕介内閣法制局長官

答弁作成者：内閣法制局長官総務室

備考：

国会答弁抄採録先：

国会議事録採録先：

大分類 に .分類 小分類



対長官

平成30年5月31日（木）参・総務委吉川沙織君（立民）

問5包括的な委任規定ではないというのであれば、国際観

光旅客税法案第23条のように、手続的事項について例示す

るような規定ぶりとするべきではないか。

(答）

法律等を実施し、又は施行するため等と規定されている以

上、御指摘の例示の有無にかかわらず、実施命令に係る規定

であることに違いはない。

少
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【参考1】質問主意害・答弁書
(平30．5 ． 25 対吉川沙織議員・参）

－から八までについて

お尋ねの「包括委任規定」の意味するところが明らかではないため、その件

数等についてお答えすることは困難である。

なお、法律等を実施し、又は施行するために必要な政令、内閣府令及び省令

（以下「実施命令」という。 ）については、憲法第七十三条第六号が「法律の規

定を実施するために、政令を制定すること」を内閣の事務とし、また、内閣府設

置法（平成十一年法律第八十九号）第七条第三項が「内閣総理大臣は、内閣府に

係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため・ ・ ・内閣府の

命令として内閣府令を発することができる」と、国家行政組織法（昭和二十三年

法律第百二十号）第十二条第一項が「各省大臣は、主任の行政事務について、法

律若しくは政令を施行するため・ ・ ・それぞれその機関の命令として省令を発す

ることができる」と規定し、個別の法律等による特別の委任がなくても制定する

ことができるとされている。その上で、個別の法律等において、実施命令の法形

式を明示する等のため、実施命令の根拠規定を設けることもあると承知しており、

今国会に提出した御指摘の電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機

構法の一部を改正する法律案等もその例である。いずれにせよ、実施命令におい

て規定することができる事項は、その性質上、個別の法律等による特別の委任に

基づくいわゆる委任命令と異なり、法律等を実施し、又は施行するため必要な細

目的事項に限られる。また、個別の法律等において実施命令の法形式を定める場

合において、政令に委ねるか、いずれの府省令（共同府省令を含む。 ）に委ねる

か等は、当該個別の法律等の具体的な内容に応じて適切に判断されるものである

ことから、 「使い分けの具体的な基準」について一概に申し上げることはできな

い｡

【参考2】参照条文
○国際観光旅客税法（平成30年法律第1 6号）

（財務省令への委任）

第二十三条この法律に定めるもののほか、この法律の規定による書類の記載事項

又は提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、財務省令で定める。

－2－



､､V国会用資料(実問）
問1 憲法第66条第3項に基づき、内閣は国会に対しどのような責任を負うのか。
（答）
憲法第66条第3項は、 「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任
を負ふ。 」と定めているが、ここに「国会に対し…責任を負ふ° 」と規定しているの
は、内閣に帰属する行政権の行使について、 これを国会による民主的な統制の下に置
くという基本的な原理を明らかにする趣旨であると考えられ、したがって同項にいう
「責任」も、本質的には法的責任というよりはむしろ政治的責任を意味すると解すべ
きである。

哲
【対長官問1】300611参・決算委(内閣連帯責任)jtd

作成日:2018/06/12

内容

分類

問番号:001対長官問1

件名： 問1 憲法第66条第3項に基づき、内閣は国会に対しどのような責任を負うの
か。

答弁：平成30年6月ll日 （第196回国会）
院 ：参議院決算委員会答弁有り

質問者：蓮肪 党派：立民

答弁者：横畠裕介内閣法制局長官

答弁作成者：内閣法制局第一部

備考：

国会答弁抄採録先：

国会議事録採録先： ．

大分類 中分類 小分類



対長官

平成30年6月1 1日（月）参・決算委蓮紡君（立民）

問1 憲法第66条第3項に基づき、内閣は国会に対しどの

ような責任を負うのか。

(答）

憲法第66条第3項は、 「内閣は、行政権の行使について、

国会に対し連帯して責任を負ふ。 」と定めているが、ここに

「国会に対し…責任を負ふ。 」と規定しているのは、内閣に

帰属する行政権の行使について、これを国会による民主的な

統制の下に置くという基本的な原理を明らかにする趣旨であ

ると考えられ、 したがって同項にいう「責任」も、本質的に

は法的責任というよりはむしろ政治的責任を意味すると解す

べきである。

（参照条文）

○日本国憲法

第六十六条略

2 略

3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

(国会答弁）

〔素雪薦理大臣平ｵﾘ‘耆異〕
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○小渕内閣総理大臣憲法六十五条は「行政権は、内閣に属する。 」と定め、さら

に憲法第六十六条第三項は「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して

責任を負ふ。 」と定めておりますが、この規定は、内閣に帰属する行政権の行使に

会に、民主的なこれを国ついて、 統制のもとに置く という基本的な原理を明らかに

する趣旨であると考えられます。

ここに「連帯して」と規定いたしておりますのは、内閣は国務大臣の施策につい

て一体として責任を負うべきであるという当然の趣旨を明らかにしたものと解され

ております。

この規定を受けまして、内閣法第四条は、合議体たる内閣がその職務を行うこと

は閣議によるものとする旨定めております。

国会に対する内閣の責任の負い方として内閣がどのような措置をとるべきかは、

衆議院における不信任決議に関する憲法第六十九条のようにこれについて定めた規

定がある場合は別として、内閣が事案の軽重に応じて合理的に判断すべき事柄であ

ると思っております。…

〔蛎臺忍菖菫_纂割
○津野政府委員憲法66条第3項の内閣の連帯責任ということの御趣旨について

のお尋ねかと存じますが、この憲法66条第3項におきましては、 「内閣は、行政

権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ･ 」というふうに定めておりま

すけれども、ここに「国会に対し責任を負ふ･ 」と規定しておりますのは、内閣に

帰属する行政権の行使につきまして、これを国会による民主的な統制のもとに置く

という基本的な原理を明らかにする趣旨であるというふうに考えられまして、 した

がいまして、同項に言う「責任」というのは、これは本質的には法的責任と申しま

すよりは政治的な責任であるという全政治的責任を意味すると解すべきであるとい

うふうに言われているわけでございます．「連帯して」ということでございますの

で、内閣が一体として責任を負うというのは常識的に言われている事柄でございま

す。それから、内閣の責任と申しますのは、これは行政権の全般に及ぶというふう

に考えられるところでございます。…

〔薑由:撚篶$‘↓‘害二〕
○説明員（真田秀夫君） 憲法66条第3項は、…「内閣は、行政権の行使につい

て、国会に対し連帯して責任を負ふ。 」と、…定めております。…これは、行政権

は内閣に帰属しております。で、内閣がそのみずからに帰属する行政権の行使につ

きまして、国会による民主的なコントロールのもとに置くということがねらいであ

りまして、現在在任している内閣がその行政権の行使についての責任を負う、その
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あり方の基本を示しているものである、こういうふうに考えます。…

○説明員（真田秀夫君） …現在の内閣がその前任者である前の内閣のときの行政

権の行使なりあるいはいろいろ施策について責任を負うということを66条3項か

ら読み取ることは無理であろうというふうに考えます。

○説明員（真田秀夫君） もともと66条3項に言っている、連帯して国会に対し

て責任を負うという場合の責任は、これは法律上の責任というよりも、むしろ政治

的責任であるというのが一般の説でございますので、おっしゃいますように、もと

もとが法律上の責任という問題ではございません。…

筐壼駕制鯉
○政府委員（吉國一郎君） 大分政治面にわたるような御質問でございますけれど

も、憲法論から申し上げます限りは、憲法第66条におきまして、内閣は行政権の

行使について連帯してその責任を負うということに相なっております。

○政府委員（吉國一郎君） 閣僚も国務大臣の一員として行動しているわけでござ

いまするので、国務大臣の行動につきましても、内閣は一体として責任を国会に対

して、 したがってまた全国民に対して負うわけでございます。

○政府委員（吉國一郎君） …国会は内閣に対してこれを信任するかあるいは信任

しないかという態度を表明されることが憲法上規定をされておりまして、内閣はこ

の制度を通じて国会に対して責任を負うということに相なっております。
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八

､~/ 国会用資料(実問）
内容 問憲法制定当時の金森国務大臣の答弁で指定したところを紹介していただきたい。

（答）

予め御指定のあった昭和21年7月16日の衆議院帝国憲法改正案委員会における金
森国務大臣の答弁は次のとおりである。

「 「学問の自由」と申しまするのは、学問をする方法又学問の内容、又学問に
依って得たる所の結論と云ふ面に亘りまして、国家より干渉を受け、その研究者のな
さんと欲し、定めんと欲する所を妨げらるることがないと云ふ意味であります。 「保
障する。 」と申しまするのは、公の権力を以てその伸びて行く本人の働きを妨げない
と云ふことであります。言うまでもなく、 この憲法の建前がこの第三章に関しまする
限り、概ね個人の立場を十分自由に伸ばさせよう、外部からして公の権力を以てこれ
に対して制限圧迫を加えない。斯う云う趣旨であります。目的と致しましては、斯様
に致しませぬければ人類全体の行くべき本来の道を誤るに至ると云うことを避けんと
欲する趣旨を眼目として居ります。 」

更問科研費に関することを問われた場合。
（答）
お尋ねについては、当局として事実関係を把握しておらず、お答えを差し控えたい。

琶 琶
参・文教委(吉良よし子)(セット)jtd参・文教委(吉良よし子)更問(セット)jtd

作成日:2018/06/12分類

問番号:001対第一部長問

件名： 問憲法制定当時の金森国務大臣の答弁で指定したところを紹介していただきた
い。
更問科研費に関することを問われた場合。

答弁：平成30年6月l2日 （第196回国会）
院 ：参議院文教科学委員会答弁有り

質問者:吉良よし子 党派：共産

答弁者：林徹内閣法制局第一部長

答弁作成者：内閣法制局第一部

備考：

国会答弁抄採録先：

国会議事録採録先：

大分類 に .分類 小分類



対第一部長

平成30年6月12日（火）参・文教委吉良よし子君（共）

問憲法制定当時の金森国務大臣の答弁で指定したところ

を紹介していただきたい。

(答）

予め御指定のあった昭和21年7月1 6日の衆議院帝国憲

法改正案委員会における金森国務大臣の答弁は次のとおりで

ある。

「 「学問の自由」と申しまするのは、学問をする方法又学

問の内容、又学問に依って得たる所の結論と云ふ面に亘りま

して、国家より干渉を受け、その研究者のなさんと欲し、定

めんと欲する所を妨げらるることがないと云ふ意味でありま

す。 「保障する。 」と申しまするのは、公の権力を以てその

伸びて行く本人の働きを妨げないと云ふことであります。言

うまでもなく、この憲法の建前がこの第三章に関しまする限

り、概ね個人の立場を十分自由に伸ばさせよう、外部からし

て公の権力を以てこれに対して制限圧迫を加えない。斯う云

う趣旨であります。 目的と致しましては、斯様に致しませぬ

ければ人類全体の行くべき本来の道を誤るに至ると云うこと

を避けんと欲する趣旨を眼目として居ります。 」
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（参照条文1 ） 日本国憲法

第二十三条学問の自由は、これを保障する。

（参照条文2）帝國憲法改正案（昭21年6月25日衆議院本会議の帝國憲法改正

案の第一讃會に提出された案）

第二十一條學問の自由は、これを保障する。

（国会答弁）

（昭21 ． 7 ． 1 6衆・帝国憲法改正案委員会金森国務大臣答弁）

○大島（多）委員二十一條には「學問の自由」と云ふことがございます、此の

「學問の自由」と云ふのは勿論大鰐分って居りますけれども、やはり自分が濁り

了解して居って、實際に於て違って居ったと云ふやうなことがあってはならぬか

ら、 「學問の自由」と云ふのはどう云ふ範圓のことを言ふのか、一寸御伺ひ致し

たいと思ひます、それから「保障」と云ふ言葉がございますが、此の「保障」と

云ふ言葉は私は法律の方は餘り詳しく存じませぬので、此の「保障」と云ふもの

は法的にどう云ふ風な内容を持って居るものか、幾度も「保障」と云ふ言葉が出

ますが、それを御教へ戴きたいと恩ひます。

○金森國務大臣 「學問の自由」と申しまするのは、學問をする方法又學問の内容、

ますが、それを御教へ戴きたいと恩ひます。

金森國務大臣 「學問の自由」と申しまするのは、學問をする方法又學問の内容、

又學問に依って得たる所の結論と云ふ面に亙りまして、國家より干渉を受け、其

の研究者のなさんと欲し、定めんと欲する所を妨げらるることがないと云ふ意味

であります、 「保障する。 」と申しまするのは、公の權力を以て其の伸びて行く

本人の働きを妨げないと云ふことであります、言ふまでもなく、此の憲法の建前

が此の第三章に關しまする限り、概ね個人の立場を十分自由に伸ばさせよう、外

部からして公の權力を以て之に對して制限駆迫を加へない、斯う云ふ趣旨であり

ます、 目的と致しましては、斯様に致しませぬければ人類全龍の行くべき本來の

道を誤るに至ると云ふことを避けんと欲する趣旨を眼目として居ります、從來の

日本の實情を御覧になれば分りまするやうに、又過去にありました所の多くの場

合を御寶になれば分りまするやうに一つの政治的なる權力が、 自分達の行動を思

ふやうに發展せしめようと致しますると、各人が其の心の自然の伸び方として學

問を研究致しまする所に、大いなる妨げを生ずる鐸であります、噂に上って居り

まする秦の始皇帝が學者を穴埋めにしたとか、書物を嶢携つたとか云ふのは古い

事例でありまするし、近くは我々が多く身邊に之を經験した所であります、随て

是は憲法に掲げて大いに保障することは濁り當然であるばかりでなく實際的の必

要性が多い課であります、之を現實の場面に例を取って考へて見ますれば、個人、

自己の研究室に於きまして、思ふやうに研究して行くと云ふことを國家の力を以

て妨げると云ふのも、此の學問の自由の保障の侵害になる讓であります、或は又

數人の人が集まって共同研究をする、或は又更に大いなる組織、例へば大學を形
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作って、其の中に於て共同研究をすると云ふことを妨げまするのも又是の侵害に

なる課であります、又或る學問の行き途に對して、豫め權力を以て制限を附けま

して、 「ダーウィン」の進化論は信奉すべからずと云ふやうな風に致しまするな

らば、學問の研究の自由を妨げるものでありまするし、昔ありましたやうに天動

説地動説の争ひを權力を以て解決しようと致しますれば、學問の自由を妨げるの

であります、要するに一切の關係に於て、其の方法たると内容たるとを問はず、

各人正しいと思ふ道に從って學問をして行くことを、國家が權力を以て之を妨げ

ないと云ふことであります、其の輪廓は如何なる範圓に於て是が保障せられて居

るかと言へば、大鰐學問と云ふものの性質から見まして、先に宗教の場合に付て

述べましたと同様に、略々絶對的の自由に近いものと思ひます、併し憲法上の理

論の根底と致しましては、やはり第十一條が其の枠を作って居りまして、最後に

は法律が若しも其の自由を妨げたかどうかと云ふ問題が起りますれば、最高裁判

所の審判事項となる課であります。

○大島（多）委員御丁寧な御説明で能く分りました、是は御参考までに御驍きし

たいことでありますが、現在は聯合軍の指令に依って原子力の研究とか航空科學

に關する研究とか、さう云ふ研究と云ふものを禁ぜられて居る次第でありますが、

此の憲法の規定とどう云ふ法的な聯關性があるものか、さう云ふ所を一寸御伺ひ

したいと思ひます。

○金森國務大臣學問の自由は固より憲法の認むる所でありまして公益に反すれば

十一條の枠に依って抑制せらるることは、又已むを得ないのであります、現在の

情勢に於きまして、今御話になりましたのは、公益と云ふことから生ずる枠の中

に存在するものと了解して居ります。

○大島（多）委員私と致しましては公益に關するから止められて居るとは、どう

も－寸胴に落ちない所がございますが、さうでございませうか。

○金森國務大臣私は左様に考へて居ります。

）
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対第一部長

平成30年6月12日（火）参・文教委吉良よし子君（共）

更問科研費に関することを問われた場合。

(答）

お尋ねについては、当局として事実関係を把握しておらず、

お答えを差し控えたい。
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、ﾝﾉⅡ 国会用資料（実問）

内容 問1 科学的に知見が明らかになっていない加熱式たばこに関し、個人に対して過料
を課すのは法律的に問題はないのか。
（答）
1． この法案は、嗜好品と認められているたばこではあるが、望まない受動喫煙を防
止するという観点から、多数の者が利用する施設等について、一定の場所を除き喫煙
を禁止する等の規定を設けようとするものである。

是常潔陰聖薔霧廃房iこ難総菩一望唇甥雛三雪字琴議篭蒻豊が
含まれていることも確認されていることから、望まない受動喫煙を防止するという観
点から、通常のたばこに準じて扱うことには合理性があると考えられる。

3．その上で、お尋ねの過料は、罰金等の刑罰とは異なる秩序罰と言われるもので、
法令等の遵守を担保するため、 これに違反したということで課される制裁金にとどま
るものであり、喫煙を禁止する等の規定に違反し、さらに、都道府県知事の命令を受
けたにもかかわらず、これに従わなかった者に対して過料を課すことに、特に問題が
あるとは考えられない。

園
300615衆･厚労委･大西健介君(国民)対第四部長.pdf

作成日:2018/06/15分類

問番号:001対第四部長間1

件名： 問1 科学的に知見が明らかになっていない加熱式たばこに関し、個人に対して過
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(再々鋪）
対第四部長

平成30年6月15日（金）衆・厚労委大西健介君（国民）

工い］U壷

(答）

1 ． この法案は、嗜好品と認められているたばこではあるが、

望まない受動喫煙を防止するという観点から、多数の者が利

用する施設等について、一定の場所を除き喫煙を禁止する等

の規定を設けようとするものである。

L

2．その際、加熱式たばこは、法的にも社会的にもたばこの一

種と認識されており、通常のたばこと同様、特有のにおいが

あり、また、その煙にニコチン等の有害物質が含まれている

ことも確認されていることから、望まない受動喫煙を防止す

るという観点から、通常のたばこ．に準じて扱うことには合理

性があると考えられる。

3．その上で、お尋ねの過料は、罰金等の刑罰とは異なる秩序

罰と言われるもので、法令等の遵守を担保するため､ ,これに

違反したということで課される制裁金にとどまるものであり、

喫煙を禁止する等の規定に違反し、さらに、都道府県知事の

命令を受けたにもかかわらず、これに従わなかった者に対し

て過料を課すことに、特に問題があるとは考えられない。



建康増進法の一部を改正する法'二 W菫
ウ

改正の趣旨

望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙
を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定める。

衣的考え方第1 「望まない受動喫煙 なく

受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない

者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、 「望まない受動喫煙」をなくす。

罰 』'脛

子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、

屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。 ．

施設の難

「望まない受動喫煙｣をなくすという観点から､施設の類型･場所ごとに､主たる利用者の違いや､受動喫煙が他人に与える健康影響の程度

に応じ､禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに､掲示の義務付けなどの対策を講ずる･

その際､既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては､事業継続に配慮し､必要な措置を講ずる･

改正の概要正の

(1)国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努め

る。

(2)国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設等の管理権原者その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を

防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努める。

(3)国は、受動喫煙の防止に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう努める。

（
聯
撫
怜
）

1 （

1



一定の場所以外の場所における喫煙を禁止する。
同じ。 ）は、 (1)に違反している者に対して、喫煙の中止等を命ず

(1)多数の者が利用する施設等の類型に応じ、その利用者に対して、一定‘
(2)都道府県知事（保健所設置市区にあっては、市長又は区長。以下同じ。
ることができる。

【原則屋内禁煙と喫煙場所を設ける場合のルール】
｜ ・ 経過措置 ’

｜

’ 4

禁煙

(敷地内禁煙（※1））

A学校“病院・児童福祉施設等、行政機関

当分の間の措置旅客運送事業自動車。航空機
､U

－－一一■ー 一一三一一

－一一一一

B上記以外の多数の者が利用する施設、
旅客運送事業船舶・鉄道

別に法律で定める日までの間の措置
A

屋鋤到燕弱震鋤曇瞬i蕊這

《g盤無蛎膣鮒裂違廻A捌闘
溶血卿熟嘗鋤

:陰鮒裂違廻A捌闘

典卿熟嘗鋤飲食店飲食店

’ 一一一＝■ 、却一●ー一一一■－一○p凸今一｡~一一一一一一

※1 屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる。
※zたばこのうち、当該たばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大臣が指定するもの。
※3－の大規模会社が発行済株式の総数の二分の一以上を有する会社である場合などを除く。
注：喫煙をすることができる場所については、施設等の管理権原者による標識の掲示が必要。
注：公衆喫煙所、たばこ販売店、たばこの対面販売（出張販売によるものを含む。）をしていることなどの一定の条件を満たしたバーやスナック等といっ
た喫煙を主目的とする施設について、法律上の類型を設ける。

(3)旅館。ホテルの客室等、人の居住の用に供する場所は、 (1)の適用除外とする。
(4)喫煙をすることができる室には20歳未満の者を立ち入らせてはならないものとする。
(5)屋外や家庭等において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないものとす
る。

（1）施設等の管理権原者等は、喫煙が禁止された場所に喫煙器具・設備（灰皿等）を設置してはならないものとする。
（2）都道府県知事は、施設等の管理権原者等が(1)に違反しているとき等は、勧告、命令等を行うことができる。
4．その他

（1）改正後の健康増進法の規定に違反した者について、所要の罰則規定を設ける。
（2）この法律の施行の際現に業務に従事する者を使用する者は、当該業務従事者の望まない受動喫煙を防止するため、適切な措置をとる
よう努めるものとする。

（3）法律の施行後5年を経過した場合において、改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果
｜ に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

■■■

施行期日「_ー
2020年4月1日（ただし、 1及び2(5)については公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日、
部の施設に関する規定については公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日） 2.A二重霊2

， 既存特定飲食提供施設

（個人又は中小企業（資本金又は出資の総額
5000万円以下（※3） ）

かつ客席面積100,f以下の飲食店）

標識の掲示により喫煙可



(参考2）本法案による改正後の健康増進法

（定義）

第二十八条この章において､次の各号に掲げる用語の意義は､当該各号

に定めるところによる。

－・たばこたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三

号に掲げる製造たばこであって茎同号に規定する喫煙用に供されるもの

及び同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品をいう。

喫煙人が吸入するため､たばこを燃焼させ､又は加熱することによ

り煙(蒸気を含む｡次号において同じ｡）を発生させることをいう。

受動喫煙人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされる

一
一

三

ことをいう。

｡
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(参考3）加熱式たばこが、法律上、喫煙用の製造たばこに位
置づけられた法改正

○所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)(抄）

（たばこ税法の一部改正）
でL’

第六条たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)の－部を次のように改正

する。

第二条第二項第一号を次のように改める。

一喫煙用の製造たばこ

イ紙巻たばこ

ロ葉巻たばこ

ハパイプたばこ

刻みたばこ
一
一

ホ加熱式たばこ
0



(参考千）
たばこ事業法（昭和59年法律第68号） （抄）

（定義）

第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、

当該各号に定めるところによる。

一・二略

三製造たばこ葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙

用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものを

いう。
－

所得税法等の一部を改正する法律（平成30年法律第7号）により、たばこ税

法で加熱式たばこが喫煙用の製造たばこの一類型に追加されたが、たばこ事業

※

法の改正は行われていない6



1

(参考ざ）健康増進法の一部を改正する法律案（抄）

附則

（指定たばこ専用喫煙室に関する経過措置）

第三条新法第三十三条第一項に規定する第二種施設等(以下この項並

びに次条第一項第一号及び第四号において｢第二種施設等｣という｡）の

管理権原者が当該第二種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所を

指定たばこ(新法第二十八条第＝号に規定するたばこ〈以下この項におい

て｢たばこ｣という。）のうち、当該たばこから発生した煙(蒸気を含む'｡)が

他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労

働大臣が指定するものをいう。以下この項において同じ｡）のみの喫煙(新

法第二十八条第二号に規定する喫煙をいう。)をすることができる場所とし

て定めようとする場合における当該第二種施設等についての新法第二十

九条第一項､第三十三条及び第三十四条の規定の適用については､この

法律の公布の際における指定たばこによる受動喫煙が人の健康に及ぼ

す影響に関する科学的知見に鑑み､当分の間､次の表の上欄に掲げる新

法の規定中同表の中欄に掲げる字句は､それぞれ同表の下欄に掲げる

字句とする。

（表略）



9

、

(参考も）健康増進法の一部を改正する法律第3条の規定によ
る改正後の健康増進法（抄）

第七十六条次の各号のいずれかに該当する者は､五十万円以下の過料に処する。

一第三十二条第三項､第三十四条第三項又は第三十六条第四項の規定に基づく命
一

令に違反した者

二第三十三条第三項､第三十五条第三項又は第三十七条の規定に違反した者

（※注喫煙専用室等を設置した時に施設の主たる出入口に喫煙専用室標識等

Iを掲示しなかった場合の罰則）

第七十七条次の各号のいずれかに該当する者は､三十万円以下の過料に処する。

－第二十九条第二項の規定に基づく命令に違反した者

二第三十三条第七項又は第三十五条第十項の規定に違反した者

(※注喫煙専用室等を専ら喫煙することができる場所としないこととした時

に喫煙専用室標識等を除去しない場合の罰則）

（特定施設等における喫煙の禁止等）

第二十九条何人も、正当な理由がなくて､-特定施設等においては、次の各号に掲

げる特定施設等の区分に応じ、 尋一に

(各号略）

2都道府県知事は、前項の規定に違反して喫煙をしている者に対し、喫煙の中止

又は同項第一号から第三号までに掲げる特定施設の喫煙禁止場所からの退出を命

ずることができる。

（特定施設等の管理権原者等に対する勧告､命令等）

第三十二条都道府県知事は、特定施設等の管理権原者等が 窮買十条第一項の規定

に違反して器具又は設備を喫煙の用に供することができる状態で設置していると

期限を定めて、当該器具又は設備の撤去その他きは、当該管理権原者等に対し§



応

当該器具又は設備を喫煙の用に供することができないようにするための措置をと
ー

るべきことを勧告することができる。

3

は､当該管理権原者等に対し､期限を定めて、

その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

（喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対する勧告､命令等）

第三十四条

3都道府県知事は､第一項の規定による勧告を受けた喫煙専用室設置施設等の管理

権原者が､その勧告に係る措置をとらなかったときは､当該管理権原者に対し､その勧

告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

（喫煙目的室設置施設の管理権原者に対する勧告､命令等）

第三十六条

4都道府県知事は､第一項又は第二項の規定による勧告を受けた喫煙目的室設置施

設の管理権原者が､その勧告に係る措置をとらなかったときは､当該管理権原者に対

し､その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

へ
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(参考7)過料について
1 ワークブック法制執務（第2版） （抄) (P247)

「次に、ある義務違反行為に対して罰則を設け、その違反者

を処罰することとする場合に、刑罰、すなわち、懲役、禁銅、

罰金、科料、勾留等の刑を科すべきか、秩序罰としての過料を

科すべきかの問題がある。

義務違反の態様が、一般社会の法益を侵害する程度に重大で

あれば、刑罰を科し、単に行政上、民事上又は訴訟手続上の秩

】

序を乱す程度のものであれば、過料を科するにとどめるのが適

当だと考えられる。 」

2法令用語辞典（第10次改定版）

1 ）秩序罰としての「過料」

「法律秩序を維持するために、法令違反者に制裁として科せ

られるものであって、私法公法の各分野にわたり、この例は極

めて多い。 」 （以下略）

0
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ま
す
。

そ
れ
で
は
、
早
速
質
問
に
入
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

今
回
の
健
康
増
進
法
改
正
案
に
よ
り
ま
す
受
動
喫
煙
対

策
の
強
化
は
、
多
数
の
方
が
利
用
す
る
施
設
の
管
理
者
に

受
動
喫
煙
対
策
の
努
力
義
務
が
設
け
ら
れ
た
平
成
十
五
年

の
健
康
増
進
法
の
施
行
以
来
、
実
に
十
五
年
ぶ
り
と
な
る
．

も
の
で
あ
り
ま
す
。

受
動
喫
煙
に
遭
遇
し
た
人
の
割
合
に
つ
き
ま
し
て
、
厚

生
労
働
省
の
調
査
に
よ
り
ま
す
と
、
平
成
十
五
年
当
時
に
．

は
飲
食
店
で
七
割
で
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
平
成
二
十

三
年
に
は
四
割
台
へ
と
減
少
を
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
後

は
横
ば
い
と
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
依
然
、
多
く
の
方
々

が
望
ま
な
い
受
動
喫
煙
を
受
け
て
い
る
状
況
に
あ
り
ま
す
。

し
た
が
い
ま
し
て
、
対
策
の
強
化
と
い
う
も
の
が
国
民
的

に
も
期
待
を
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
う
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。
．
そ
こ
で
、
今
回
の
改
正
法
案
の
審
競
に
先
立
ち
ま
し
て
、

こ
れ
ま
で
の
健
康
増
進
法
に
お
け
る
受
動
喫
煙
対
策
の
評

価
と
、
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
改
正
法
案
を
提
出
を
さ
れ
た

そ
の
よ
う
に
決
し
ま
し
た
。

趣
旨
に
つ
い
て
、
加
藤
厚
生
労
働
大
臣
に
お
伺
い
を
い
た

し
ま
す
。

○
加
藤
国
務
大
臣
我
が
国
で
は
、
平
成
十
五
年
、
こ
の

健
康
増
進
法
が
施
行
さ
れ
て
、
多
数
の
者
が
利
用
す
る
施

設
を
管
理
す
る
者
に
受
動
喫
煙
の
防
止
措
渥
を
講
ず
る
、

こ
れ
は
努
力
義
務
が
設
け
ら
れ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、

今
、
船
橋
委
員
か
ら
お
話
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
平
成

十
五
年
時
点
の
過
去
一
カ
月
に
受
動
喫
煙
に
遮
遇
し
た
人

は
、
飲
食
店
で
約
七
割
、
そ
れ
が
平
成
二
十
三
年
に
四
割

台
に
下
が
り
と
い
う
こ
と
で
、
一
定
の
効
果
は
上
げ
て
き

た
わ
け
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
二
十
三
年
以
降
、
若
干

数
字
が
下
が
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
四
割
台
を
ず
っ
と
推

移
を
し
て
い
る
。
依
然
と
し
て
多
く
の
国
民
が
こ
う
し
た

施
設
に
お
い
て
受
動
喫
煙
を
経
験
し
て
い
る
と
い
う
状
況

に
あ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、
二
年
後
の
東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
一
つ
の
契
機
と
し
て
、
国

民
の
健
康
増
進
を
一
層
図
る
た
め
に
は
、
受
励
喫
煙
対
策

を
更
に
強
化
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

次
に
、
今
回
の
法
案
で
は
、
多
数
の
方
が
利
用
す
る
施
ｂ

ご
ざ
い
ま
会
賂

－1－

殻
等
の
一
定
の
場
所
を
除
き
喫
煙
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
‐！

制
詞
期
、
本
法
案
に
よ
り
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
望
ま
な

い
受
勵
喫
煙
を
な
く
す
と
い
う
こ
と
を
趣
旨
と
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

用
す
る
施
設
等
に
つ
い
て
、
そ
の
区
分
に
応
じ
、
当
診
煎

い
農
勵
喫
煙
の
防
止
を
図
る
観
点
か
ら
、
多
数
の
者
が
利

燗
に
‐
皇
ま
な
ｖ
受
醐
膜
煙
を
Ｖ
か
に
防
止
し
て
り
く

の
か
と
い
う
の
は
国
民
的
な
課
題
と
い
う
こ
と
で
認
織
を

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
た
め
３
割
割
刺
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出
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
例
え
ば
一
つ
御

紹
介
い
た
し
ま
す
と
、
大
阪
の
国
際
が
ん
セ
ン
タ
ー
の
大

島
明
と
い
う
研
究
員
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
加
熱
式
た
ば

こ
は
紙
巻
き
た
ば
こ
の
喫
煙
者
に
対
し
て
は
、
相
対
的
に

や
は
り
害
が
少
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
は
害

の
多
い
紙
巻
き
の
代
替
品
と
し
て
勧
め
ら
れ
る
と
ま
で
い

う
よ
う
な
研
究
成
果
も
ご
ざ
い
ま
す
。

ま
た
、
厚
労
省
が
発
表
し
て
い
る
現
時
点
で
の
科
学
的

知
見
に
よ
っ
て
見
て
お
り
ま
す
と
、
加
熱
式
た
ば
こ
喫
煙

時
の
室
内
に
お
け
る
ニ
コ
チ
ン
の
濃
度
、
こ
れ
は
紙
巻
き

た
ば
こ
に
比
べ
て
低
い
と
い
う
ふ
う
に
明
言
も
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
先
般
の
六
月
八
日
の
衆
誰
院
本
会

議
で
公
明
党
の
伊
佐
進
一
君
が
質
問
し
た
答
弁
と
し
て
も
、

大
臣
陸
こ
こ
は
科
学
的
に
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
ま
せ

ん
と
い
う
こ
と
は
御
答
弁
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
科
学
的
な
根
拠
と
い
う
こ
と
が
、
や
は
り

一
定
の
規
制
を
か
け
る
以
上
は
大
事
か
と
思
う
の
で
あ
り

ま
す
け
れ
ど
も
、
過
去
に
振
り
返
っ
て
、
紙
巻
き
た
ば
こ

の
健
康
影
響
は
今
の
時
点
で
か
な
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
ひ
と
つ
参
考
ま
で
に
、
紙
巻

き
た
ば
こ
に
よ
る
、
そ
の
受
動
喫
煙
に
よ
る
健
康
へ
の
影

響
に
つ
い
て
は
、
科
学
的
に
明
ら
か
に
す
る
ま
で
に
ど
れ

ぐ
ら
い
の
期
間
を
要
し
た
の
か
、
お
聞
か
せ
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

Ｏ
福
田
政
府
参
考
入
お
答
え
い
た
し
ま
す
。

紙
巻
き
た
ば
こ
の
受
動
喫
煙
に
よ
る
健
康
へ
の
悪
影
轡

に
つ
き
ま
し
て
は
、
我
が
国
の
平
山
雄
氏
が
一
九
八
一
年

に
世
界
で
初
め
て
報
告
を
し
、
国
内
外
に
大
き
な
論
争
を

巻
き
起
こ
し
た
も
の
と
承
知
を
い
た
し
て
ご
ざ
い
ま
す
。

科
学
的
に
立
証
さ
れ
た
時
期
を
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
お
示
し

す
る
こ
と
は
困
難
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
後
、
数
多

く
の
科
学
的
研
究
が
な
さ
れ
た
集
大
成
と
し
て
、
二
○
○

四
年
の
国
際
が
ん
研
究
機
関
の
報
告
及
び
二
○
○
六
年
の

米
国
公
衆
衛
生
総
監
報
告
が
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
ま
し

て
、
そ
の
健
康
影
響
が
明
ら
か
と
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ

る
と
考
え
て
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
の
意
味
で
、
委
員
御
質
問
の
期
間
に
つ
き
ま
し
て
は
、

二
十
数
年
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。

Ｏ
繁
本
委
員
二
十
数
年
か
か
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
、

紙
巻
き
た
ば
こ
に
よ
る
健
康
影
響
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
ま

で
。
今
回
の
法
律
は
、
加
熱
式
た
ば
こ
に
つ
い
て
受
動
喫
煙

を
防
止
す
る
た
め
に
一
定
の
規
制
を
か
け
る
わ
け
で
あ
り

ま
す
が
、
私
、
実
は
自
民
党
の
厚
労
部
会
で
こ
の
点
を
聞

い
た
ら
、
担
当
の
方
は
数
年
で
わ
か
る
と
お
っ
し
ゃ
い
ま

し
た
よ
。
と
こ
ろ
が
、
今
や
は
り
紙
巻
き
の
事
例
を
踏
ま

え
ま
し
た
ら
、
加
熱
式
た
ば
こ
に
よ
る
受
動
喫
煙
に
よ
る

健
康
影
響
も
相
当
時
間
が
か
か
る
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ど
れ
ぐ
ら
い
加
熱
式
に
よ
る
影

響
を
研
究
す
る
の
に
時
間
が
か
か
る
か
、
見
解
を
お
聞
か

せ
く
だ
さ
い
。
．

○
福
田
政
府
参
考
人
お
答
え
い
た
し
ま
す
。

加
熱
式
た
ば
こ
の
受
動
喫
煙
に
よ
り
ま
す
健
康
影
靭
に

つ
き
ま
し
て
は
、
比
較
的
短
時
間
で
症
状
が
あ
ら
わ
れ
る

呼
吸
器
系
の
疾
患
で
あ
っ
て
も
、
今
お
話
あ
り
ま
し
た
が
、

数
年
程
度
栂
ま
た
、
肺
が
ん
で
は
更
に
長
期
間
か
か
る
と

想
定
さ
れ
る
な
ど
、
そ
の
研
究
は
中
長
期
的
に
対
応
す
べ

き
課
題
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

い
ず
れ
に
い
た
し
ま
し
て
も
、
加
熱
式
た
ば
こ
に
関
す

る
研
究
は
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
ま
し
て
、

と
い
う
の
が
厚
労
省
の
今
、
御
見
解
で
あ
り
ま
し
て
、
そ

こ
は
は
っ
き
り
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
今
回
の
改
正
法
案
で
は
、
加
熱
式
た
ば
こ
の
も

た
ら
す
健
康
影
響
が
明
ら
か
に
な
る
ま
で
、
当
分
の
間
の

措
置
と
し
て
一
定
の
規
制
を
か
け
る
と
し
て
い
ま
す
が
、

こ
の
当
分
の
間
と
い
う
の
が
、
じ
ゃ
、
ど
れ
ぐ
ら
い
か
か

る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
よ
く
考
え
な
い
と
い
け
な

い
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
の
厚
労
委
員
会
で
も
よ
く
出
る
言
葉
で
あ

り
ま
す
け
れ
ど
も
、
立
法
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
や
は

り
エ
ピ
デ
ン
ス
に
基
づ
く
立
法
、
エ
ピ
デ
ン
ス
・
ペ
ー
ス

ト
・
ポ
リ
シ
ー
と
い
う
も
の
を
進
め
て
い
か
な
い
と
い
け

な
い
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
刎
渕
珂
矧
削
副
け

呼
出
煙
に
よ
る
健
康
影
響
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
こ
と

が
多
い
、
そ
し
て
時
間
も
か
か
る
、
市
場
で
は
製
品
が
ど

ん
ど
ん
販
売
シ
ェ
ア
を
伸
ば
し
て
い
く
、
受
け
入
れ
ら
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
科
学
的
な
エ
ビ

デ
ン
ス
が
明
ら
か
に
な
る
ま
で
は
こ
の
対
策
の
あ
り
方
に

つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
慎
重
に
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら’

な
い
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
規
制
の
合

。

○
加
藤
国
務
大
臣
今
委
員
か
ら
も
御
質
問
が
あ
り
、
ま

た
答
弁
も
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
加
釧
鯏
剃
割
引
１

１１１
国
内
外
の
知
見
収
集
を
行
う
な
ど
、
引
き
続
き
研
究
に
取

り
制
人
で
割

，
緊
本
委
員
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